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【
器
名
】　　

簋
・
胡
簋
・
厲
王
簋
・
十
二
祀

簋

【
時
代
】　　

西
周
晚
期
（
厲
王
）

【
出
土
】　　

一
九
七
八
年
五
月
五
日
の
深
夜
二
時
に
、
陝
西
省
扶
風
法
門
公
社
齊

村
（
今
の
寶
鷄
市
扶
風
縣
）
で
用
水
池
の
建
設
中
に
地
下
三
メ
ー
ト
ル
の
灰
窖
よ

り
出
土
。
完
好
な
狀
態
で
埋
ま
っ
て
い
た
が
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
よ
り
破
碎
さ
れ

て
發
見
さ
れ
た
。
破
片
の
一
部
は
作
業
に
從
事
し
て
い
た
農
民
が
持
ち
歸
っ
た
の

を
後
に
回
収
し
た
が
、
細
片
は
泥
に
ま
み
れ
て
失
わ
れ
た
。
破
片
の
ゆ
が
み
を
直

し
、
溶
接
し
て
復
元
。
足
り
な
い
部
分
は
樹
脂
と
セ
メ
ン
ト
を
混
ぜ
と
補
っ
た
と

い
う
。
な
お
五
月
二
十
日
に

簋
の
出
土
地
か
ら
西
北
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
よ
り

「
豐
邢
叔
簋
」（
集
成3923

）
が
出
土
し
て
い
る
。
以
上
、
①
羅
西
章
及
び
②
羅

西
章
・
羅
紅
侠
に
よ
る
。

【
所
藏
】　　

扶
風
縣
博
物
館

【
著
錄
―
圖
錄
・
釋
文
】

①　

羅
西
章
「
陝
西
扶
風
發
現
西
周
厲
王

簋
」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
四
期
）

頁
八
九
〜
九
一

②　

羅
西
章
・
羅
紅
侠
『
周
原
尋
寶
記
』
破
鏡
重
圓
的
厲
王

簋
（
三
秦
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
）
頁
二
三
一
〜
二
三
七

③　

陝
西
省
考
古
硏
究
所
等
『
陝
西
出
土
商
周
靑
銅
器
（
三
）』
文
物
出
版
社
、

一
九
七
九
年
一
〇
月
、
頁
一
四
〇
〜
一
四
三

④　

嚴
一
萍
『
金
文
總
集
』2834

（
藝
文
印
書
館
、
一
九
八
三
年
）
頁
一
六
七
七

⑤　

徐
中
舒
『
殷
周
金
文
集
錄
』453

（
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
二
月
）

頁
二
二
四
〜
二
二
五

⑥　

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所『
殷
周
金
文
集
成（
修
訂
增
補
本
）』4317

（
中

華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
第
四
册
・
頁
二
六
八
八
〜
二
六
八
九　
﹇
以
下
、

集
成
と
略
す
﹈

⑦　

呉
鎭
烽
『
陝
西
金
文
彙
編
』419

（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
年
八
月
）
頁

三
三
四
〜
三
三
五

⑧　

曹
瑋
『
周
原
出
土
靑
銅
器
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
卷
一
〇
・

頁
二
一
四
〇
〜
二
一
四
六

金
文
通
解

簋

村　
　

上　
　

幸　
　

造



簋

一
〇
六

⑨　

呉
鎭
烽
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』05372

（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
九
月
）　

一
二
册
・
頁
一
四
三

⑩　

蔡
玫
芬
・
蔡
慶
良
『
赫
赫
宗
周
』（
國
立
故
宮
博
物
院
、二
〇
一
二
年
一
〇
月
）

頁
六
六
〜
六
九

⑪　

中
國
國
家
文
物
鑑
定
委
員
會
（
廣
川
守
監
修　

角
道
亮
介
譯
）『
中
國
文
化

財
圖
鑑
』
第
四
卷
（
科
学
出
版
社
東
京
株
式
會
社
、
二
〇
一
五
年
六
月
）
頁

六
二
（
原
書
『
文
物
蔵
品
定
級
標
準
圖
例
・
銅
器
卷
』）

【
考
釋
】

⑫　

張
政

「
周
厲
王
胡
簋
釋
文
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
三
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
）
頁
一
〇
四
〜
一
一
九

⑬　

王
慎
行
「

簋
銘
文
考
釋
」（『
古
文
字
與
殷
周
文
明
』
陝
西
人
民
敎
育
出
版

社
、
一
九
九
二
年
十
二
月
）
頁
二
〇
八
〜
二
一
四
（
原
載
『
人
文
雜
誌
』

一
九
八
〇
年
五
期
を
略
加
修
訂
）

⑭　

張
亞
初
「
周
厲
王
所
作
祭
器

簋
考
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
五
輯
、
中
華
書

局
、
一
九
八
一
年
）
頁
一
五
一
〜
一
六
八

⑮　

何
琳
儀
・
黃
錫
全
「

簋
考
釋
六
則
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
七
輯
、
中
華
書

局
、
一
九
八
二
年
）
頁
一
〇
九
〜
一
二
二　
﹇
以
下
、「
⑮
何
・
黃
」
と
略
す
﹈

⑯　

馬
承
源
「
四
〇
四　

簋
」（『
商
周
靑
銅
器
銘
文
選
』
第
三
卷
、
文
物
出
版

社
、
一
九
八
八
年
四
月
）
頁
二
七
七
〜
二
七
九

⑰　

陳
秉
新
「
害
卽
胡
簋
之
胡
本
字
說
」（『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
〇
年
一
期
）

頁
八
〇
〜
八
三

⑱　

秦
永
龍
「

렉
」（『
西
周
金
文
選
注
』
北
京
師
範
大
學
出
版
社
、
一
九
九
二

年
四
月
）
頁
一
五
六
〜
一
六
四

⑲　

李
朝
遠
「〝

簋
爲
厲
王
之
器
〞
說
獻
疑
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
二
四
輯
、

二
〇
〇
二
年
七
月
）
頁
二
二
〇
〜
二
二
三
（
再
錄
『
靑
銅
器
學
步
集
』
文
物

出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
八
月
、
頁
二
六
〇
〜
二
六
六
）

⑳　

本
社
編
「

簋
」（『
金
文
今
譯
類
檢
』
廣
西
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年

一
一
月
）
頁
二
一
七
〜
二
一
九

㉑　

白
川
靜
「
西
周
期
の
斷
代
編
年
」（『
白
川
靜
著
作
集
』
別
卷
・
金
文
通
釋
5　

平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）
頁
三
五
五
〜
三
五
六

㉒　

王
輝
「

簋
」（『
商
周
金
文
』
文
物
出
版
社
二
〇
〇
六
年
一
月
）
四
七
、
頁

二
〇
六
〜
二
一
〇

㉓　

陳
英
傑
「

簋
銘
文
補
釋
」（『
西
周
金
文
作
器
用
途
銘
辭
硏
究
』
綫
裝
書
局　

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）
頁
八
四
二
〜
八
五
四

【
參
考
文
獻
】

㉔　

裘
錫
圭
「
史
墻
盤
銘
解
繹
」（『
古
文
字
論
集
』
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
八

月
）
頁
三
七
一
〜
三
八
五
（
原
載
『
文
物
』
一
九
七
八
―
三
）

㉕　

陳
秉
新
「
釋
〝
년
〞
及
相
關
字
詞
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
二
二
輯
、

二
〇
〇
〇
年
）
頁
九
六
〜
一
〇
〇

㉖　

郭
沫
若
「
宗
周
鐘
」（『
兩
周
金
文
辭
大
系
圖
錄
考
釋
』
科
學
出
版
社
、

一
九
五
七
年
）
頁
五
一
〜
五
四

㉗　

唐
蘭
「
周
王

鐘
考
」（『
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』
紫
禁
城
出
版
社
、

一
九
九
五
年
一
〇
月
）
頁
三
四
〜
四
二
（
原
載
『
故
宮
博
物
院
年
刊
』

一
九
三
六
年
七
月
）
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㉘　

陳
夢
家
「

鐘
」（『
西
周
銅
器
斷
代
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）
頁

三
一
〇
〜
三
一
四
（
一
九
四
三
年
の
舊
稿
を
收
め
る
）

㉙　

林
巳
奈
夫
『
殷
周
時
代
青
銅
器
の
硏
究
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
四
年
二
月
）

圖
版
篇
頁
一
二
二
及
び
頁
三
八
五

㉚　

郭
偉
川
「
宗
周
鐘
（
周
王

鐘
）
新
考
」（『
華
學
（
第
八
輯
）』
紫
禁
城
出

版
社
、
二
〇
〇
六
年
八
月
）
頁
二
六
〜
三
七

㉛　

葉
正
渤
「
西
周
標
準
器
銘
文
疏
證
（
一
）」
四
、
昭
王
時
期
（『
中
國
文
字
硏

究
』
第
七
輯
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）
頁
一
五
六
〜
一
五
七

32　

朱
鳳
瀚
「
由
伯
잳
父
簋
銘
再
論
厲
王
征
淮
夷
」（『
古
文
字
硏
究
』
第
二
七
輯
、

二
〇
〇
八
年
九
月
）
頁
一
九
二
〜
一
九
五

な
お
以
前
に
「

簋
」
の
考
釋
の
拙
文
を
、「

렉
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、『
大

阪
工
業
大
學
紀
要
』
第
四
七
卷
（
二
〇
〇
二
年
九
月
）
頁
一
三
〜
二
二
に
載
せ
た

こ
と
が
あ
る
。
今
回
の
こ
の
通
釋
は
そ
の
誤
り
を
正
し
再
度
考
察
し
直
し
た
も
の

で
あ
る
。

引
用
文
は
、「　

」
内
に
示
す
か
或
い
は
「
改
行
、頭
二
字
下
げ
」
で
表
示
し
た
。

そ
の
訓
讀
・
譯
文
ま
た
は
原
文
を
【　

】
内
に
示
し
た
。
さ
ら
に
﹇　

﹈
に
よ
り

筆
者
の
注
を
追
加
し
た
。

頁
は
「

―
頁
」
で
は
な
く
、「
頁

―
」
と
表
記
し
た
。

【
器
制
】

下
部
の
臺
座
は
方
形
、
上
部
左
右
に
雙
耳
が
あ
る
。
通
高59cm

、
口
徑

43cm

、
深
さ23cm

、
耳
を
含
む
最
大
の
橫
幅
は136cm

、
耳
は
縦
が43cm

、

橫18cm

、
厚
さ5cm

、
重
さ60kg

。

【
銘
文
】

一
二
行
、
一
二
四
字
、
う
ち
合
文
二
、
重
文
一
。

王
曰
、
有
余
隹
（
唯
）
小
子
、
余
亡
님
（
康
）
晝

夜
、
巠
（
經
）
륏
（
擁
）
先
王
、
用
配
皇
天
、
簧
（
廣
）

黹
（
致
）
朕
心
、
墜
（
施
）
于
亖
（
四
）
方
、
벣
（
肄
）
余
갢
（
以
）

器影（⑩『赫赫宗周』）



簋

一
〇
八

뼜
（
義
）
士
뗜
（
獻
）
民
、

（
稱
）
盩
（
致
）
先
王
宗
室
、

（
胡
）
乍
（
作
）
쀊
彝
寶
（
寶
）
렉
（
簋
）、
用
康
惠
朕

皇
文
剌
（
烈
）
且
（
祖
） 

考
、
其
各
（
格
）

（
前
）
文
人
、

其
瀕
（
頻
）
才
（
在
）
帝
廷
（
庭
）
陟
降
、
랭
（
申
）
년
（
劭
）
皇

上
〔
帝
〕
大
魯
令
（
命
）、
用 

별
（
令
）
保
我
家
・
朕

立
（
位
）・

（
胡
）
身
、
二 

降
余
多
福
늭
（
憲
・
宣
）
벐
（
導
）

宇
慕
遠
猷
、

（
胡
）
其
萬

（
年
）、
쀊
實

朕
多
릁
（
禦
）、
用 

걥
（
祓
・
拜
）
땑
（
壽
）、

永
令
（
命
）、
릿
（
畯
）

才
（
在
）
立
（
位
）、
乍
（
作
）
疐
（
對
）
才
（
在
）
下
、
隹
（
唯
）
王

十
又
二
祀
、

王
曰
、
有
余
隹
（
唯
）
小
子
、

「
王
曰
」
以
下
、
今
の
王
と
し
て
先
王
を
大
切
に
祭
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

「
有
」
に
つ
い
て
三
說
あ
る
。「
舊
」
と
、
感
歎
詞
「
あ
あ
」
と
、
接
頭
辭
・
無

義
と
で
あ
る
。

ま
ず
「
舊
」
の
意
と
す
る
の
は
、
⑫
張
政

で
あ
り
、「
以
前
は
子
供
で
あ
っ

た
が
」
と
釋
す
る
。
根
據
と
し
て
ま
ず
、「
師
뗖
簋
」（
集
成4311

・
西
周
晚
期
）、

女
（
汝
）
有
（
舊
）
隹
（
雖
）
小
子
、
令
（
命
）
女
（
汝
）
死
（
尸
・
司
）

我
家
」【
汝
舊も

と

小
子
な
り
と
雖
も
、
汝
に
命
じ
て
我
が
家
を
司
ど
ら
し
む
】

の
「
有
」
字
が
「
舊
」
に
解
せ
る
こ
と
を
擧
げ
る
。
つ
い
で
、「
땚
尊
」（
集
成

6012

・
西
周
中
期
）
の

王
뀻
（
誥
）
宗
小
子

（
于
）
京
室
、…
…
爾
有
唯
（
雖
）
小
子
亡

（
識
）」

【
王 

宗
小
子
に
京
室
に
誥
す
、
…
…
爾
有も
と

小
子
に
し
て
識
る
亡
し
と
雖
も
】

の
「
小
子
」
が
「
宗
小
子
」
の
こ
と
で
あ
り
、「

駒
尊
」（
集
成6011

・
西
周

中
期
）
の
、

王
弗
望
（
忘
）

（
厥
）
舊
宗
小
子
」【
王 

厥
の
舊
宗
小
子
を
忘
れ
ず
】

の
「
舊
宗
小
子
」
と
意
味
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、「
땚
尊
」
の
「
有
」
字
も
「
舊
」

と
解
せ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
金
文
銘
文
中
で
は
、「
繇
」
字
が
「
舊
」
に
假
借

さ
れ
る
と
し
て
、「

伯
뗻
簋
蓋
」（
集
成4302

・
西
周
中
期
）
の
、

볏
（
繇
）
自
乃
且
（
祖
）
考
又
（
有
）
끩
（
勛
）
于
周
邦
」【
繇
よ
り
乃
が

祖
考
自
り
、
勛 

周
邦
に
有
り
】

と
、「
師
닄
簋
」（
集
成4313

、4314

・
西
周
晚
期
）
の
、

淮
尸
（
夷
）
볏
（
舊
）
我
붇
（
帛
）
畮
（
賄
）
臣
、今
敢
꽪
（
搏
）

（
厥
）

銘文拓本（⑩『赫赫宗周』）
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衆
叚
（
夏
）、
反
（
返
）

（
厥
）
工
（
貢
）
事
（
使
）、
弗
뎒
（
蹟
）
我
東

或
（
國
）」【
淮
夷
は
舊
よ
り
我
が
帛
賄
﹇
帛
を
貢
納
す
る
こ
と
﹈
の
臣
な
る

に
、
今
敢
て
厥
の
衆
夏
を
搏
ち
、
厥
の
貢
使
を
返
し
、
我
が
東
國
に
蹟
せ
ず
】

を
引
く
。
後
者
で
は
、「
볏
」
と
「
今
」
と
が
對
比
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
舊
」

字
そ
の
も
の
の
例
と
し
て
、「
兮
甲
盤
」（
集
成10174

・
西
周
晚
期
）
の
、

淮
尸
（
夷
）
舊
我 
붇
（
帛
）
畮
（
賄
）
人
【
淮
夷
は
舊
我
が
붇
賄
の
人
】

を
引
き
、
甲
骨
文
に
す
で
に
「
舊
」
字
が
あ
る
の
に
、
金
文
で
は
例
が
少
な
い
こ

と
に
つ
い
て
は
、
東
西
の
方
言
の
差
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

次
に
感
歎
詞
と
す
る
說
に
、
⑮
何
・
黃
が
あ
り
、「
有
」
と
「
已
・
噫
・

」﹇
訓

は
「
あ
あ
」﹈
と
が
音
通
で
あ
り
、
す
べ
て
上
古
「
之
部
」
字
で
あ
る
こ
と
を
根

據
と
す
る
。
用
例
と
し
て
、
⑫
張
政

の
引
く
の
と
同
じ
、「
師
뗖
簋
」
と
、「
땚

尊
」
を
擧
げ
る
。

第
三
の
「
接
頭
辭
、
無
義
」
と
す
る
の
は
、
⑯
馬
承
源
で
あ
り
、『
尚
書
』
召

誥
に
、鳴

呼
、有
王
雖
小
、元
子
哉
」【
嗚
呼
、有
王 

小
な
り
と
雖
も
、元
子
な
る
哉
】

と
あ
る
の
を
引
く
。
し
か
し
「
無
義
」
は
あ
り
え
な
い
。
古
人
に
と
っ
て
何
ら
か

の
意
味
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
一
字
を
費
や
し
て
表
現
し
た
は
ず
で
あ
る
。

い
ず
れ
を
取
る
か
決
め
が
た
い
の
で
、「
無
義
」
は
承
服
で
き
な
い
が
接
頭
辭

と
し
て
解
釋
し
て
お
く
。

「
隹
」
を
、
武
振
玉
『
兩
周
金
文
虛
詞
硏
究
』（
銭
裝
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、

讓
步
を
表
す
接
續
詞
、
つ
ま
り
「
雖
」
と
す
る
。
そ
し
て
金
文
に
お
い
て
「
雖
」

に
解
し
う
る
「
隹
・
唯
」
の
字
を
こ
の
例
を
含
め
て
、八
例
擧
げ
る
。
た
だ
し
、「
隹
」

か
ら
「
雖
」
へ
の
、
義
と
音
の
分
岐
に
つ
い
て
の
考
察
は
な
い
。
こ
の
讓
步
の
意

味
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
意
識
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
字
形
に
「
虫
」
が
加
わ
っ
た

の
か
、
さ
ら
に
音
が
「
唯
・
惟
」
と
分
岐
し
た
理
由
も
課
題
と
し
て
の
こ
る
。

今
こ
こ
で
は
提
示
の
助
字
と
し
て
「
こ
れ
」
と
訓
じ
て
お
く
。
な
お
「
小
子
」

は
王
の
謙
稱
。
こ
こ
で
は
先
王
に
向
か
っ
て
の
發
言
で
あ
る
。

亡
님
（
康
）
晝
夜
、
巠
（
經
）
륏
（
擁
）
先
王
、
用
配
皇
天
、

朝
か
ら
晚
ま
で
常
に
先
王
の
敎
え
に
從
い
皇
天
の
意
に
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を

い
う
。

「
님
」
は
空
し
い
。『
說
文
』
卷
七
下
に
、「
屋
の
님
㝗
也
。
從
宀
、
康
聲
」
と

あ
り
、段
玉
裁
は
、「『
方
言
』
님
は
空
也
、郭
注
に
、
漮
㝗
、空
の
皃
」
と
注
す
る
。

「
晝
」
の
字
は
金
文
で
は
こ
れ
が
初
見
で
あ
る
。
他
の
銘
文
で
は
「
夙
夜
」「
夙
夕
」

の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

⑮
何
・
黃
は
、「
夙
」
と
「
晝
」
と
が
同
音
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
根
據
と
し
て
、

「
夙
」（
覺
部
・
幽
部
の
入
聲
）
と
同
音
の
「
肅
」
が
「
晝
・
肇
」
と
と
も
に
「
聿
」

を
聲
符
と
し
て
お
り
、
と
も
に
「
幽
部
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
上
古
音
は

「
肅
」
が
覺
部
（
幽
部
の
入
聲
）、「
晝
」
が
侯
部
、「
肇
」
が
宵
部
で
あ
り
、「
聿
」

は
物
部
（
微
部
の
入
聲
）
で
あ
る
の
で
、
聲
符
と
み
な
す
の
は
無
理
が
あ
る
。
ま

た
聲
母
の
面
で
も
、
雙
聲
と
主
張
す
る
が
、「
夙
・
粛
」
は
心
母
、「
晝
」
は
端
母

で
あ
っ
て
、
少
し
無
理
が
あ
る
。
定
母
な
ら
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
以
上
に

よ
っ
て
、
同
音
と
は
見
な
し
が
た
い
。
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「
巠
」
は
「
經
」
の
初
文
。
織
物
の
經
糸
を
示
し
、
そ
の
糸
の
ご
と
く
ま
っ
す

ぐ
に
續
く
こ
と
、
ま
た
手
本
・
規
范
の
意
と
な
り
、
そ
の
す
じ
み
ち
に
從
う
意
を

表
す
。
金
文
で
は
こ
の
一
字
を
動
詞
に
用
い
る
例
が
あ
る
。「
毛
公
鼎
」（
集
成

2841

・
西
周
晚
期
）
に
、「
今
余
隹
肇
巠
先
王
命
」
と
あ
り
、「
師
克

」（
集
成

4467,4468

・
西
周
晚
期
）
に
「
余
隹
巠
乃
且
考
」
と
あ
り
、
ま
た
「
뎾
盤
」（
新

收757-1-3

・
宣
王
四
十
年
代
）
に
も
「
今
余
隹
巠
聖
且
考
」
と
あ
る
。「
뎾
盤
」

の
例
は
、
馬
越
靖
史
氏
に
よ
る
考
釋
（「
뎾
盤
」『
漢
字
學
硏
究
』
第
2
號
、
頁

一
〇
三
）
に
、
諸
說
を
引
き
、「
念
と
訓
じ
て
よ
い
と
思
う
」
と
あ
る
の
で
參
照

さ
れ
た
い
。
以
上
の
用
例
は
「
規
範
と
し
て
從
う
」
意
で
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
今
こ
こ
で
は
、規
范
に
從
う
意
を
こ
め
て
「
常
に
」
と
訓
じ
る
こ
と
に
す
る
。

「
륎
」
字
を
⑫
張
政

は
、「
擁
」
と
釋
し
、
こ
の
二
字
を
「
常
規
に
し
た
が
い

先
王
の
政
令
を
擁
護
す
る
」
と
す
る
。
⑬
王
慎
行
は
「
륎
」
を
、「

」
の
初
文
、

つ
ま
り
「
擁
」
の
古
文
で
あ
り
、『
廣
韻
』
に
「
𩟷
」
が
「

」
に
通
じ
る
と
あ

る
こ
と
か
ら
、「

」
の
假
借
と
す
る
。「

」
は
熟
食
つ
ま
り
調
理
し
た
食
事
を

い
い
、
ま
た
生
き
て
い
る
牲
に
對
し
て
死
ん
だ
牲
を
い
う
。
こ
こ
で
は
調
理
し
た

ば
か
り
の
温
か
い
食
事
を
供
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
詩
經
』
小
雅
・
祈
父
に
、

「
胡
轉
余
于
恤
、
有
母
之
尸

」【
胡な

ん

ぞ
余
を
恤う
れ

へ
に
轉
じ
、
母
の

を
尸つ
ら

ぬ
る
有

ら
し
む
る
】
と
あ
り
、毛
傳
は
、「
熟
食
曰

」
と
注
す
る
。
金
文
の
例
で
は
、「
꺯

王
뚯
鼎
」（
集
成2675

・
春
秋
早
期
）
に
、「
用
其
良
金
、
鑄
其

（

）
鼎
、

用
뾅
（
菜
）
□
（
魚
）
腊
、
用

（

）
賓
客
」【
其
の
良
金
を
用
て
、
其
の

鼎
を
鑄
て
、
用
て
魚
腊
を
菜
し
、
用
て
賓
客
に

す
】
と
あ
る
。
な
お
、
⑭
張
亞

初
は
、「
和
」﹇
や
わ
ら
ぐ
﹈
の
意
に
解
し
、
こ
の
二
字
を
「
常
に
先
王
の
遺
敎
に

し
た
が
い
、
先
王
を
喜
び
滿
足
さ
せ
る
」
と
解
釋
す
る
。「
雍
和
」「
雍
睦
」
の
意

で
あ
る
。
し
か
し
先
秦
の
文
獻
に
「
雍
和
」
の
意
の
用
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
配
」
は
合
わ
さ
る
、
合
致
す
る
、
竝
ぶ
の
意
で
あ
り
、「
皇
天
」
は
天
の
美
稱
。

「

鐘
（
宗
周
鐘
）」（
集
成260

）
に
も
、
我
隹
（
唯
）
司
（
嗣
）、
配
皇
天
」【
我

れ
唯
れ
嗣
ぎ
て
、
皇
天
に
配
す
】
と
あ
る
。
⑫
張
政

は
、
天
意
に
適
う
【
合
于

天
心
】
意
と
す
る
。
⑯
馬
承
源
は
、「
天
命
に
順
應
」
す
る
の
意
と
し
て
、『
莊
子
』

天
地
の「
齧
缺
可
以
配
天
乎
」【
齧げ

っ
け
つ缺
は
以
て
天
に
配
す
可
き
乎﹇
天
子
と
爲
す
意
﹈】

を
引
く
。
⑱
秦
永
龍
は
、「
偉
大
な
天
の
意
に
合
わ
せ
る
」【
合
于
偉
大
的
天
意
】

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
、「
륎
」
は
⑫
張
政

の
說
に
從
い
「
擁
」
と
釋
し
て
、「
つ
ね
に
先
王
の

敎
え
通
り
に
し
て
、
天
意
に
合
わ
せ
從
っ
た
」
と
解
釋
す
る
。

簧
（
廣
）
黹
（
致
）
朕
心
、
墜
（
地
）
于
亖
（
四
）
方
、

「
簧
」
は
笛
ま
た
は
笛
の
舌
、「
黹
」
は
ぬ
い
と
り
を
意
味
す
る
字
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
何
ら
か
の
語
の
假
借
で
あ
る
。
⑫
張
政

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
橫
」「
至
・

致
」
と
釋
し
、
次
の
例
を
引
く
。『
禮
記
』
孔
子
閒
居
に
、「
以
致
五
至
而
行
三
無
、

以
橫
於
天
下
、
…
志
之
所
至
」【
以
て
五
至
に
致
り
て
三
無
を
行
い
、
以
て
天
下

に
橫
た
り
て
、
…
志
の
至
る
所
】
と
あ
る
。
さ
ら
に
鄭
玄
注
の
「
橫
、
充
也
」
と
、

恩
意
を
民
に
至
す
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
と
い
う
說
解
を
引
い
て
、
銘
文
の
文
意

と
合
う
と
い
う
。

⑬
王
慎
行
は
「
簧
」
を
「
笙
」
と
解
釋
し
、
祭
祀
の
際
の
音
樂
が
我
が
心
を
慰

め
る
と
す
る
が
、
論
外
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
⑯
馬
承
源
は
、「
廣
侈
」
の
假

借
と
し
、『
國
語
』
呉
語
の
、「
廣
侈
呉
王
之
心
」
を
引
く
。
し
か
し
、
そ
の
用
例
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で
は
、「
尊
大
に
さ
せ
る
。
驕
り
高
ぶ
ら
せ
る
」
と
い
う
貶
義
で
あ
り
、
こ
こ
の

文
意
と
合
わ
な
い
。

「
橫
」
は
橫
へ
の
廣
が
り
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
廣
」
の
假
借
と
す
れ
ば
同

じ
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
廣
く
民
に
思
い
を
及
ぼ
し
、
四
方
に
施
し
た
」
の
意

と
解
釋
す
る
。

「
墜
」
は
「
墬
」
に
も
隷
定
す
る
。
⑫
張
政

は
「
施
」
に
釋
す
。『
說
文
』
卷

十
三
下
・
土
部
の
、「
地
」
字
に
「
土
に
從
ふ
、
也
の
聲
」
と
あ
り
、
ま
た
「
墬
」

字
に
、「
籀
文
の
地
、
䧘
に
從
ふ
」﹇
段
玉
裁
註
釋
本
に
は
、「
籀
文
の
地
、
𨸏
・

土
に
從
ふ
、
彖
の
聲
」
と
あ
る
。
張
政

が
何
を
見
た
の
か
不
明
﹈
と
あ
る
の
を

引
き
、つ
い
で
「
䧘
」
字
が
「
縣
妃
簋
」（
集
成4269
・
西
周
中
期
）
に
、「
벣
（
肄
）

敢
䧘
（
施
）
于
彝
」【
肄
に
敢
へ
て
彝
に
施
す
】
と
あ
り
、
そ
の
聲
符
の
「
𧰲し

」

﹇「
彖た

ん

」
と
は
別
字
、
彑
+
豕
﹈
が
、『
說
文
』
卷
九
下
・
彑け
い

部
に
、「
讀
若
弛
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
「
施
」
の
假
借
で
あ
る
と
導
く
。
そ
の
次
に
、『
尚
書
』
洛
誥
の
、

「
惟
公
德
明
、
光
于
上
下
、
勤
施
于
四
方
」【
惟
れ
公
の
德
明
ら
か
に
、
上
下
に
光み

ち
、
勤
め
て
四
方
に
施
す
】
を
意
味
が
近
い
用
例
と
し
て
示
す
。

⑮
何
・
黃
と
⑯
馬
承
源
は
、「
墜
」
は
「
遂
」
に
同
じ
、
い
た
る
、
お
よ
ぶ
の

意
と
し
、
と
も
に
『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
・
圜
道
の
例
、「
遂
於
四
方
」【
四
方
に

遂い
た

る
】﹇
高
誘
は
、「
遂
、
達
な
り
」
と
注
す
る
﹈
の
例
を
引
く
。

今
、⑫
張
政

說
に
從
い
、「
施
」
と
釋
す
。
な
お
「
亖
」
は
「
四
」
の
異
體
字
。

벣
（
肄
）
余
갢
（
以
）
뼜
（
義
）
士
뗜
（
獻
）
民
、

（

）
盩
（
致
）

先
王
宗
室

上
文
を
受
け
て
殷
・
周
の
人
々
が
周
の
先
王
の
廟
に
參
詣
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

「
벣
」
は
「
肄
」
と
も
隷
定
す
る
。「
遂
に
・
故
に
」
の
意
の
接
續
詞
。

「
뼜
士
」
を
⑫
張
政

は
、
旁
を
「
꼂
」
と
隷
定
し
て
、
同
音
の
「
義
士
」
と

す
る
。
⑮
何
・
黃
は
「
뼜
」
字
の
旁
を
「
彖
」
と
し
て
、「
掾
」
の
假
借
で
あ
る

と
し
、
音
通
で
『
禮
記
』
王
制
の
「
元
士
」
に
當
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
掾
士
は

決
し
て
低
い
地
位
で
は
な
く
、
三
公
の
參
謀
で
あ
り
、『
漢
書
』
に
お
い
て
丞
相

や
御
史
太
夫
に
掾
士
が
お
り
中
央
官
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
掾
史
」
と
標
記
さ
れ

て
地
方
官
の
屬
官
の
通
稱
と
な
っ
た
」
と
い
う
。
⑯
馬
承
源
は
旁
を
「
豕
」
と
し
、

雙
聲
の
「
庶
士
」
と
釋
し
て
、
貴
族
と
す
る
。

次
の
語
句
「
獻
民
」
と
の
關
連
か
ら
、
⑫
張
政

の
「
義
士
」
と
い
う
解
釋
が

妥
當
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
金
文
に
他
の
用
例
が
な
い
。
ま
た
「
義
」
字
そ
の
も
の

は
金
文
に
用
例
が
數
多
く
あ
り
、「
威
儀
・
儀
禮
」
や
「
適
宜
・
當
然
」
の
意
と
、

「
善
」
の
意
で
使
わ
れ
る
。「
義
士
」
の
文
獻
上
の
用
例
は
時
代
が
下
が
り
、『
左
傳
』

桓
公
二
年
に
、「
武
王
克
商
、
遷
九
鼎
于
雒
邑
、
義
士
猶
或
非
之
」【
武
王 

商
に

克
ち
、
九
鼎
を
雒
邑
に
遷
す
、
義
士
猶
ほ
或
い
は
之
を
非
と
す
】
と
あ
り
、
そ
こ

で
は
伯
夷
・
叔
齊
を
指
し
て
い
う
。

獻
民
は
、も
と
も
と
殷
の
遺
民
の
う
ち
周
に
服
屬
し
た
者
を
い
う
。「
獻
」は「
賢
」

で
あ
り
、
頑
民
に
對
す
る
語
。『
尚
書
』
洛
誥
に
、「
其
大
惇
典
殷
獻
民
」【
其
れ

大
い
に
惇あ

つ

く
殷
の
獻
民
に
典
ず
】
と
あ
り
、
孔
傳
に
、「
行
典
於
殷
賢
人
」【
典
を

殷
の
賢
人
に
行
ふ
】
と
い
い
、
孔
穎
達
の
疏
に
、「
周
受
於
殷
、
故
繼
之
、
於
殷
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人
有
賢
性
、
故
稱
賢
人
」【
周
は
殷
を
受
け
、
故
に
之
を
繼
ぎ
、
殷
人
に
於
て
賢

性
有
り
、
故
に
賢
人
と
稱
す
】
と
い
う
。
ま
た
『
逸
周
書
』
作
雒
解
に
、「
俘
殷

獻
民
、
遷
干
九
畢
」【
殷
の
獻
民
を
俘と

り
こに
し
、
九
畢
に
遷
す
】
と
あ
り
、
孔
晁
は
、

「
獻
民
、
士
大
夫
也
」
と
注
す
る
。
金
文
で
の
用
例
は
こ
こ
の
み
の
よ
う
で
あ
る
。

「

」
は
魚
を
手
で
持
ち
上
げ
る
形
に
作
る
。「

」「
稱
」
と
釋
し
、
あ
げ
る
、

稱
揚
す
る
意
で
あ
る
。「
稱
兵
」
の
語
が
あ
り
、『
禮
記
』
月
令
に
、「（
孟
春
之
月
）

是
月
也
、
不
可
以
稱
兵
、
稱
兵
必
天
殃
」【
是
の
月
也な

れ
ば
、
以
て
兵
を
稱あ

ぐ
可

か
ら
ず
、兵
を
稱あ

ぐ
れ
ば
必
ず
天
殃
あ
ら
ん
】
と
あ
る
。
こ
れ
は
擧
兵
に
同
じ
で
、

行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
今
「

」
を
こ
の
意
に
取
り
、「
擧
げ
て
・
擧
り
て
」

と
訓
じ
る
こ
と
に
す
る
。

「
盩
」
字
の
解
釋
は
諸
說
あ
る
。『
說
文
』
卷
十
下
・
幸
部
に
は
、「
引
撃
也
、

從
幸
支
、
見
血
也
、
扶
風
有
盩

縣
」【
引
き
撃
つ
也
、
幸
・
支
に
從
ふ
、
血
を

見
る
也
、
扶
風
に
盩ち

う
ち
つ

縣
有
り
】
と
あ
る
。
音
は
張
流
切
。
⑫
張
政

は
、「
疑

讀
爲
調
」
と
し
「
調
え
る
」
意
と
す
る
。「

」
字
を
『
爾
雅
』
釋
言
の
、「
稱
、

好
也
」
を
根
據
に
、「
適
當
地
」
と
現
代
語
譯
し
て
「
う
ま
く
調
え
る
」
と
す
る
。

ま
た
⑬
王
慎
行
は
、「
朝
」
の
通
假
と
と
り
、『
左
傳
』
文
公
二
年
の
「
朝
於
廟
」

を
引
い
て
、「
宗
廟
に
お
け
る
祭
禮
」
と
い
う
。
一
方
、
⑯
馬
承
源
は
「
盭
」
と

同
字
と
し
、『
說
文
』
卷
十
二
下
・
弦
部
の
「
盭
、
讀
若
戾
」
に
從
い
、『
廣
雅
』

釋
詁
の
「
戾
、善
也
」
を
引
く
。
そ
し
て
「
先
王
の
美
德
を
宣
揚
す
る
」
と
す
る
。

「
戾
」
字
に
は
他
に
「
至
る
」
の
訓
が
あ
る
。
例
え
ば
『
石
鼓
文
』
作
原
の
「
滔
二

盭
導
」【
滔
滔
と
し
て
導み

ち

に
盭い
た

る
】、『
史
頒
鼎
』
の
「
盭
于
成
周
」
等
を
「
至
る
」

と
讀
む
。

さ
ら
に
『
史
墻
盤
』
に
「
𢿐
龢
于
政
」
の
句
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
樣
々
な
解
釋

が
あ
る
が
、
唐
蘭
（『
西
周
靑
銅
器
銘
文
分
代
史
徵
』
中
華
書
局
一
九
八
六
年
、

頁
四
五
二
）
は
、「
𢿐
は
盩
と
同
じ
」
と
述
べ
、「
盭
」
字
が
實
は
「
皿
に
從
ふ
、

𢿐れ
い

の
聲
」
で
あ
り
、古
書
で
多
く
「
戾
」
と
通
じ
て
お
り
、『
爾
雅
』
釋
詁
に
、「
戾
、

至
る
也
」
と
あ
り
、「
至
」
は
「
致
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
𢿐
龢
于
政
」

を
「
和
を
政
に
致
す
」
と
解
釋
し
て
い
る
。
ま
た
徐
中
舒
（「
西
周
史
墻
盤
銘
文

箋
釋
」（『
考
古
學
報
』
一
九
七
八
―
二
）
は
、
ま
ず
「
𢿐
盩
、
竝
是
盭
字
的
簡
體
」

と
述
べ
て
、
陝
西
の
地
名
「
盩

」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
二
字
に
そ
れ
ぞ
れ
「
曲め

ぐ

る
」
の
意
が
あ
り
、音
通
か
ら
「
周
」
の
意
と
し
、「
𢿐
龢
于
政
」
を
「
周
和
干
政
」

で
あ
り
、「
周
の
臣
民
が
ひ
ろ
く
文
王
の
政
治
を
擁
護
し
た
」【
周
之
臣
民
普
遍
擁

護
文
王
之
政
】、
つ
ま
り
取
り
圍
ん
で
守
る
と
解
釋
す
る
。

こ
れ
に
對
し
て
赤
塚
忠
（「
近
年
出
土
周
金
文
考
釋
八
・
史
牆
盤
銘
考
釋
」『
赤

塚
忠
著
作
集
』
第
七
卷　

硏
文
社
、
一
九
八
九
年
、
頁
六
八
一
）
は
、「
盩
」
の

音
で
推
す
な
ら
、む
し
ろ
「
修
」
の
意
と
す
べ
し
と
い
い
、『
尚
書
』
君
奭
の
「﹇
惟

文
王
尚
克
﹈
修
和
我
有
夏
」【﹇
惟
れ
文
王
尚ね

が

ひ
て
克よ

く
﹈
修
め
、
我
が
有
夏
を
和

す
】
の
用
例
を
引
く
。
ま
た
『
說
文
』
の
解
釋
に
も
疑
問
を
呈
し
て
、
甲
骨
に
あ

る
「
뜊
」
が
罪
人
を
執
え
て
責
め
問
う
意
で
あ
り
、
そ
れ
に
糸
を
加
え
た
「
𢿐
」

は
繋
縛
の
意
を
強
調
し
て
お
り
、「
𢿐
」
も
同
意
で
、「
執し

ふ

」
と
ほ
ぼ
同
義
・
同
音

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
音
が
近
い
「
輯
・
集
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

な
お
㉓
陳
英
傑
は
、「
盩
」「
盭
」
二
字
の
關
係
と
、「
盩
」
字
の
銘
文
中
の
意

義
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
硏
究
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
結
論
を
保
留
す
る
。

今
、「

」
は
「
擧
」
の
意
と
し
、「
盩
」
は
唐
蘭
の
「
致
」
說
を
取
り
、
二
字

を
「
擧こ

ぞ

り
て
至
ら
し
む
」
と
解
釋
す
る
こ
と
に
す
る
。
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漢
字
學
硏
究　

第
四
號

宗
室
は
、
宗
廟
。「
宗
」
は
神
主
（
位
牌
）
を
祭
り
安
置
す
る
建
物
。『
詩
經
』

召
南
・
採
蘋
に
、「
于
以
奠
之
、
宗
室
牖
下
」【
于こ
こ

に
以
て
之
を
奠お

く
、
宗
室
の
牖

下
に
】
と
あ
り
、
傳
に
、「
宗
室
、
大
宗
之
廟
」
と
い
う
。

銘
文
冒
頭
の
「
王
曰
」
の
管
到
は
、
こ
の
句
末
ま
で
で
あ
り
、
以
上
は
過
去
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
宗
廟
に
お
け
る
祝
詞
の
文
句
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
以

下
は
今
後
の
事
柄
に
關
し
て
の
祖
先
へ
の
祈
り
で
あ
る
。
自
稱
の
「

」
で
始
ま

る
。

 （
胡
）
乍
（
作
）
쀊
彝
寶
（
寶
）
렉
（
簋
）、

「

」
字
を
「
胡
」
に
同
じ
と
す
る
考
証
は
、
⑰
陳
秉
新
に
詳
し
い
。「
곉
」
の

異
體
字
に
、「
害
・
鈷
」
等
々
が
あ
り
、「
害
」
自
體
が
、
蓋
付
き
の
禮
器
の
象
形

と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
銘
文
の
内
容
と
か
ら
、
こ

の
器
が
名
を
胡
と
い
う
周
の
厲
王
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「

鐘

（
宗
周
鐘
）」
の
斷
代
と
と
も
に
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
銘
文
末
尾
の
「
隹
王
十
又

二
祀
」
の
所
で
再
度
論
じ
る
。

「
쀊
」は
煮
炊
き
す
る
、調
理
し
た
肉
を
臺
に
載
せ
て
供
え
る
こ
と
を
象
る
。『
玉

篇
』
鼎
部
に
、「
쀊
、
煮
也
」
と
あ
る
。「
彝
」
は
靑
銅
禮
器
の
通
稱
で
あ
り
、
二

字
で
も
同
じ
く
禮
器
の
意
と
な
る
。「
렉
」
は
文
獻
上
の
「
簋
」
に
同
じ
。

用
康
惠
朕
皇
文
剌
（
烈
）
且
（
祖
）
考
、
其
各
（
格
）

（
前
）
文
人
、

祖
先
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

「
康
惠
」
は
安
ん
じ
惠
む
。「
惠
康
」
に
同
じ
。『
尚
書
』
文
侯
之
命
に
、「
柔
遠

能
邇
、
惠
康
小
民
」【
遠
き
を
柔
ら
げ
邇
き
を
能や

す

ん
じ
、
惠
も
て
小
民
を
康
ん
ず
】

と
あ
る
。「
皇
」は
大
き
い
。「
文
」は
德
行
が
あ
る
こ
と
。「
刺
」は
烈
。
い
さ
お
、

て
が
ら
、
功
業
。「
祖
」
は
祖
先
、「
考
」
は
亡
く
な
っ
た
父
。
い
ず
れ
も
金
文
習

見
の
語
。

「
其
」
は
祈
使
を
意
味
す
る
語
気
副
詞
。
願
う
、
希
望
す
る
意
。「
格
」
は
い
た

る
。
金
文
に
習
見
の
語
で
あ
る
。「
前
文
人
」
は
祖
先
に
對
す
る
尊
稱
。
文
人
は

文
德
あ
る
意
。
こ
れ
も
金
文
に
習
見
の
語
。
ま
た
『
尚
書
』
文
侯
之
命
に
、「
追

孝
于
前
文
人
」【
前
文
人
を
追
孝
す
】
と
あ
り
、
疏
に
、「
追
行
孝
道
於
前
世
文
德

之
人
」【
孝
道
を
前
世
の
文
德
の
人
に
追
行
す
】
と
い
う
。

其
瀕
（
頻
）
才
（
在
）
帝
廷
（
庭
）
陟
降
、

以
下
文
末
ま
で
、
上
帝
に
仕
え
る
天
上
の
先
王
た
ち
が
、
地
上
の
自
分
た
ち
に

幸
福
と
助
言
、
永
命
と
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
を
希
求
す
る
。

こ
こ
の
「
其
」
字
の
用
法
は
金
文
と
し
て
特
殊
で
あ
る
。「
其
」
は
上
述
の
よ

う
に
ふ
つ
う
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
直
前
の
名
詞
を
受
け
て
主

格
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
祖
考
と
前
文
人
を
指
し
て
い
る
。

「
帝
廷
」
は
「
帝
庭
」。
上
帝
が
政
務
を
執
る
所
。「
陟
降
」
は
天
地
の
間
を
上

が
り
降
り
す
る
こ
と
で
、
上
帝
の
そ
ば
近
く
仕
え
な
が
ら
忙
し
く
働
い
て
い
る
こ
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と
を
い
う
。『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
に
、「
文
王
陟
降
、
在
帝
左
右
」【
文
王
陟
降
し
、

帝
の
左
右
に
在
り
】
と
あ
り
、
集
傳
に
、「
蓋
以
文
王
之
神
在
上
、
一
升
一
降
、

無
時
不
在
上
帝
之
左
右
」【
蓋
し
以
て
文
王
の
神し

ん 

上
に
在
り
て
、
一
に
升の
ぼ

り
一
に

降
り
、
時
と
し
て
上
帝
の
左
右
に
在
ら
ざ
る
無
し
】
と
い
い
、
ま
た
毛
享
の
傳
に
、

「
言
、
文
王
升
接
天
、
下
接
人
也
」【
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
文
王 

升の
ぼ

り
て
は
天
に
接
し
、

下
り
て
は
人
に
接
す
る
也
】
と
い
う
。

랭
（
申
）
년
（
恪
） 

皇
上
〔
帝
〕
大
魯
令
（
命
）、

「
랭
」
は
孫
詒
讓
が
『
古
籀
余
論
』
卷
三
・
叔
公
敦
で
論
じ
て
「
緟
」
と
讀
み
、

「
繼
」
と
訓
じ
、さ
ら
に
㉔
裘
錫
圭
が
「
申
」
と
釋
し
て
、「
重
ね
て
」「
引
き
繼
ぐ
」

の
意
と
し
て
定
論
と
な
っ
た
。こ
の
考
釋
に
關
し
て
は
、馬
越
靖
史
氏「
뎾
盤
」（『
漢

字
學
硏
究
』
第
2
號
、
頁
一
〇
四
）
に
、「
랭
就
」
の
「
랭
」
が
「
申
」
で
あ
る

こ
と
の
明
快
な
說
明
が
載
る
の
で
、
參
照
さ
れ
た
い
。
字
形
か
ら
ま
た
「
紳
」
の

本
字
と
も
み
な
し
う
る
。
最
近
出
版
さ
れ
た
『
字
源
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
十
二
月
）
卷
下
、
頁
一
一
四
一
）
は
そ
の
說
を
載
せ
る
。
字
形
の
一

部
で
あ
る
「
東
」
を
「
束
」
と
同
じ
と
見
て
、「
し
ば
る
」
意
を
表
す
と
す
る
。

な
お
、
⑭
張
亞
初
は
「
重
」
字
に
釋
す
べ
き
と
し
て
、「
緟
」「
踵
」「
董
」
の
諸

字
が
「
重
」
の
孳
乳
字
で
あ
り
、「
緟
」
を
『
說
文
』
は
「
增
益
也
」
と
い
い
、『
玉

篇
』
は
「
增
也
」
と
あ
り
、「
重
」
釋
と
「
申
」
釋
と
が
矛
盾
し
な
い
と
主
張
す
る
。

日
本
語
に
よ
る
訓
は
ど
ち
ら
も
「
か
さ
ぬ
」
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
轉
注
と
み
な
せ

ば
二
音
と
も
許
容
さ
れ
る
。
通
說
に
從
い
「
申
」
と
釋
す
。

「
랭
년
」
の
語
に
つ
い
て
の
考
證
は
、
㉕
陳
秉
新
が
詳
し
い
。
と
こ
ろ
が
陳
氏

は
こ
の
語
の
上
字
の
「
랭
（
申
）」
を
「
戒
敕
」﹇
い
ま
し
め
る
﹈
と
訓
じ
る
。
そ

の
論
據
と
し
て
三
例
を
擧
げ
る
が
、
受
け
入
れ
が
た
い
。

ま
ず
『
尚
書
』
多
士
に
、「
予
惟
時
命
有
申
」【
予
惟こ

れ
時こ

れ
命
申か
さ

ぬ
る
こ
と
有

り
】
と
あ
り
、
孔
傳
に
、「
故
惟
是
敎
命
申
戒
之
」【
故
に
惟
だ
是
れ
敎
命
﹇
上
か

ら
下
へ
の
告
諭
﹈
し
て
申
ね
て
之
を
戒
し
む
】
と
說
く
の
引
く
。
訓
讀
に
示
し
た

よ
う
に
、「
申
」
字
に
戒
め
の
意
は
な
い
。
後
世
「
申
戒
」
の
語
が
熟
し
て
使
わ

れ
る
が
、「
戒
め
を
繰
り
返
し
告
げ
る
」
意
で
あ
る
。

二
例
目
は
、『
左
傳
』
成
公
一
六
年
の
「
申
宮

備
、
設
守
而
後
行
」【
宮
の

備
を
申
し
、
守
を
設
け
て
而
る
後
に
行
く
】
に
杜
預
が
「
申
勅
宮
備
」【
宮
備
を

申
勅
す
】
と
注
す
る
の
を
擧
げ
る
。「
申
勅
」
と
は
上
例
と
同
じ
く
戒
め
を
繰
り

返
し
告
げ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
「
申
」
に
戒
め
の
意
は
な
い
。

三
例
と
し
て
、『
漢
書
』
石
奮
傳
の
「
雖
燕
必
冠
、
申
申
如
也
」【
燕
（
＝
宴
）

す
る
と
雖
も
必
ず
冠
し
、
申
申
如
た
る
也
】
の
、
顏
師
古
注
「
申
申
、
整
敕
之
貌
」

を
擧
げ
る
。
こ
の
例
は
「
か
し
こ
ま
る
」
意
で
は
あ
る
。
し
か
し
「
申
申
如
」
は

ま
ず
『
論
語
』
述
而
に
あ
る
よ
う
に
、
伸
び
伸
び
と
寛
い
だ
さ
ま
の
意
で
使
わ
れ

る
。「
子
之
燕
居
、
申
申
如
也
、
夭
夭
如
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
申
申
夭
夭
、
和

舒
之
貎
」
と
あ
る
。『
漢
書
』
の
例
は
、
お
そ
ら
く
「
紳
紳
」
の
意
で
き
ち
ん
と

帶
を
結
ん
で
服
裝
を
整
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。ま
た
時
代
が
隔
た
り
す
ぎ
て
い
る
。

以
上
、
陳
氏
の
「
戒
め
る
」
の
訓
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
년
」
字
の
解
釋
に
つ
い
て
、
㉕
陳
秉
新
は
最
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。「
년
」

を
「
劭
」
と
讀
み
、「
勉
」
と
訓
じ
る
。
從
來
は
ま
ず
楊
樹
達
が
「
恪
」
と
訓
じ

た
（『
積
微
居
金
文
說
』
毛
公
鼎
の
條
・
頁
三
〇
）。
つ
い
で
唐
蘭
は
「
周
」﹇
周
到
、
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行
き
と
ど
く
の
意
﹈
と
讀
み
（「
略
論
西
周
微
史
家
族
窖
藏
銅
器
群
的
重
要
意
義
」

（『
文
物
』
一
九
七
八
―
三
）
頁
二
三
）、ま
た
⑫
張
政

も
「
周
」
の
假
借
と
す
る
。

そ
の
前
に
于
省
吾
が
、「
貊
」
と
讀
み
「
勉
勵
」
と
訓
じ
た
（『
牆
盤
十
二
解
』
油

印
本
。
後
に
「
牆
盤
銘
文
十
二
解
」
と
題
し
て
『
古
文
字
硏
究
』
第
五
輯
・

一
九
八
一
年
に
載
る
）。
㉕
陳
秉
新
は
こ
の
于
省
吾
說
に
啓
發
さ
れ
て
、
本
音
・

本
義
を
求
め
て
考
究
を
進
め
た
。
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

「
貂て

う

」﹇
テ
ン
﹈
の
初
文
で
あ
る
「
둆
」（
＝
豸
）
に
「
肉
」
を
加
え
て
「
𧲩
」

字
が
で
き
、そ
の
「
肉
」
を
「
舟
」
に
訛
っ
て
「
貈
」
と
な
っ
た
。
ま
た
「
繇
・

䌛
」
の
「
系
」
も
「
둆
」
の
訛
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
년
」
は
「
貈
」（
＝
貂て

う

）

の
聲
、
㘥い
う

（
囮
を
入
れ
た
罠
）
の
古
字
、「
劭せ
う

」
の
假
借
、「
勉
」
と
訓
じ
る
。

上
古
音
は
、「
년
」
は
喩
紐
幽
部
、「
劭
」
は
禪
紐
宵
部
で
あ
る
の
で
二
字
は

通
じ
る
。

續
い
て
㉕
陳
秉
新
が
擧
げ
る
「
년
」
の
用
例
は
七
つ
あ
り
、「

簋
」
を
除
い
た

六
例
は
下
記
の
ご
と
く
で
あ
り
、「
勉
む
」
と
訓
じ
れ
ば
通
じ
る
。
な
お
引
用
部

分
は
陳
氏
の
そ
れ
を
一
部
略
し
た
。

「
묪
鐘
」（
集
成247

、248

、249

、250

・
西
周
中
期
）

년
（
劭
）
륒
（
夙
）
夕
、
左
（
佐
）
尹
氏
、【
劭つ

と

む
る
こ
と
夙
夕
、
尹
氏
を

佐
く
】

「
毛
公
鼎
」（
集
成2841

・
西
周
晚
期
）

년
（
劭
）
륒
（
夙
）
夕
、敬
念
王
畏
（
威
）
不

（
易
）、【
劭
む
る
こ
と
夙
夕
、

敬
い
て
王
威
の
不
易
を
念
ず
】

「
史
牆
盤
」（
集
成10175

・
西
周
中
期
）

랭
（
申
）
寧
天
子
、
天
子
년
（
劭
）
됞
（
纘
）
文
武
長
剌
（
烈
）、【
申か
さ

ね
て

天
子
を
寧
ん
ず
、
天
子
劭
め
て
文
武
の
長
烈
に
纘
す
】

「
番
生
簋
蓋
」（
集
成4326

・
西
周
晚
期
）

用
랭
（
申
）
년
（
劭
）
大
令
（
命
）、

王
立
（
位
）、
虔
륒
（
夙
）
夜
、【
用

て
申
ね
て
大
命
に
劭
め
、
王
位
を

ま
も

り
、
虔
な
る
こ
と
夙
夜
】、

「
毛
公
鼎
」（
集
成2841

・
西
周
晚
期
）

用
卬
（
仰
）
卲
（
昭
）
皇
天
、
랭
（
申
）
년
（
劭
）
大
命
、康
能
四
或
（
國
）、

【
用
て
昭
皇
天
を
仰
ぎ
、
申
ね
て
大
命
に
劭
め
、
康
ん
じ
て
四
國
を
能や

す

ん
ず
】

「
叔
向
父
禹
簋
」（
集
成4242

・
西
周
晚
期
）

共
（
恭
）
明
德
、秉
威
義
（
儀
）、 

用
랭
（
申
）
년
（
劭
）、奠
保
我
邦
・
我
家
、

【
明
德
に
恭
し
く
、
威
儀
を
秉
り
、 

用
て
申
ね
て
劭
め
、
我
邦
・
我
家
を
奠さ
だ

め
保
つ
】

も
う
一
例
「
년
」
字
が
「
九
年
衛
鼎
」（
集
成2831

・
西
周
中
期
））
に
、「
又
（
有
）

랡
（
司
）
년
（
恪
・
貉
）
裘
・

（
猭
）
冟
（
幎
）」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
⑫
張

政

も
論
じ
て
お
り
、「
貉は

く

」﹇
む
じ
な
﹈
の
毛
皮
で
は
相
応
し
く
な
い
、「
貂て
う

」﹇
て

ん
﹈
と
釋
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
㉕
陳
秉
新
も
こ
の
說
を
採
り
、「
貈
」（
＝

貂て
う

）
の
聲
の
論
據
と
す
る
。
し
か
し
㉓
陳
英
傑
は
、「
년
」
字
の
中
の
「
貈
」
と
、

金
文
に
見
え
る
「
䌛
」
字
の
字
形
と
が
全
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
㉕
陳
秉
新
の
說

を
牽
強
附
會
と
批
判
す
る
。

空
格
の
所
を
ど
う
讀
む
か
は
二
說
あ
る
。
殘
存
す
る
「
二
」
を
、「
帝
」
字
の

上
部
と
み
な
す
か
、
そ
れ
と
も
「
上
」
字
と
み
な
し
、
合
文
「
上
帝
」
の
一
部
が

殘
っ
た
と
み
な
す
か
、
で
あ
る
。
銘
文
の
似
る
「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
が
「
上
帝
」

の
合
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
樣
に
「
皇
上
〔
帝
〕」
と
補
う
。
後
に
附
す
「
參
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鐘
（
宗
周
鐘
）」
を
參
照
。

「
皇
」
は
美
稱
。「
煌
」
に
通
じ
る
。「
大
魯
令
」
の
「
令
」
は
「
命
」。「
魯
」

は
嘉
、
美
善
の
意
。『
史
記
』
周
本
紀
の
「
魯
天
子
之
命
」
を
、
魯
世
家
に
は
「
嘉

天
子
之
命
」に
作
る
こ
と
に
よ
る
。
嘉
と
解
し
う
る
金
文
の
用
例
は
多
い
。「
땚
簋
」

（
集
成4202

・
西
周
早
期
）
に
、「
對
揚
天
子
魯
命
」【
天
子
の
魯
命
に
對
揚
す
】

と
あ
り
、「
無
됫
簋
」（
集
成4225

、4226

、4227

、4228

・
西
周
中
期
）
に
、「
敢

對
揚
天
子
魯
休
命
」【
敢
へ
て
天
子
の
魯
休
命
に
對
揚
す
】
と
あ
る
。

用
별
（
令
）
保
我
家
・
朕
立
（
位
）・

（
胡
）
身
、

「
별
」
は
「
紷
」
と
も
釋
し
、「
令
」
に
同
じ
。
よ
い
、
巧
い
。
⑮
何
・
黃
は
、

異
體
字
と
用
例
を
檢
討
し
て
、「
令
」
字
は
金
文
で
は
、「
命
令
す
る
」
と
「
命
運
・

賞
賜
」
の
意
、
典
籍
で
は
、「
善
」
の
意
と
な
る
こ
と
と
、「
紷
」
字
は
よ
く
練
っ

た
糸
が
原
義
で
、
金
文
で
は
「
善
」
の
意
で
使
わ
れ
る
と
述
べ
る
。
從
っ
て
こ
こ

で
は
「
よ
く
」
の
意
味
の
副
詞
と
な
る
。
た
だ
し
「
長
く
」
と
解
釋
す
る
說
も
あ

る
。
馮
峰「
鮑
子
鼎
和
鮑
子
鎛
」（『
中
國
國
家
博
物
館
館
刊
』二
〇
一
四
―
七
）は
、

「
永
命
萬
年
、
별
保
其
身
」
と
あ
る
の
を
、
金
文
に
習
見
す
る
「
眉
壽
萬
年
、
永

保
其
身
」
と
同
じ
表
現
で
あ
る
と
し
、
ま
た
「
秦
公
鎛
」（
集
成262

、263

）
に
、

「
秦
公
畯
별
在
位
」
な
ど
も
、「
長
久
」
の
意
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
「
善
」

で
文
意
が
通
じ
る
の
で
、
通
說
に
從
う
こ
と
に
す
る
。

周
代
の
人
稱
代
詞
の
「
我
」
と
「
朕
」
は
異
な
り
、「
我
」
は
複
數
を
表
わ
し
、

「
朕
」
は
單
數
の
領
格
﹇
＝
所
有
格
﹈
を
表
わ
す
。
黃
盛
璋
「
古
漢
語
的
人
身
代

詞
硏
究
」（『
中
國
語
文
』
一
九
六
三
第
六
期
、頁
四
四
三
〜
四
七
二
）、管
燮
初
『
西

周
金
文
語
法
硏
究
』（
北
京
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
、
頁
一
七
三

〜
一
七
五
）、
大
西
克
也
「
殷
周
時
代
の
一
人
稱
代
名
詞
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
―

殷
周
漢
語
硏
究
の
問
題
點
―
」（『
中
國
語
學
』
二
三
九
號
、
一
九
九
二
年
、
頁

一
一
五
〜
一
二
四
）
を
參
照
。

從
っ
て
、「
我
家
」
は
周
王
で
あ
る

の
家
族
お
よ
び
そ
の
家
產
を
指
し
、「
朕

位
」
は

の
王
位
を
言
い
、「

身
」
は

本
人
の
健
康
を
表
す
。「
家
」
の
概
念

に
關
し
て
は
、
松
井
嘉
德
『
周
代
國
制
の
硏
究
』
第
二
部
・
第
一
章
・「
王
家
」

と
宰
を
參
照
。

二 

降
余
、
多
福
늭
（
憲
）
栄
（
導
）、
宇
慕
（
訏
謨
）
遠
猷
、

「

」
を
『
說
文
』
は
「
小
崩
也
」
と
說
く
が
、
文
意
に
合
わ
な
い
。
⑫
張
政

は
、
以
下
の
用
例
か
ら
、
喜
悅
の
さ
ま
と
す
る
。「
中
山
王
믺
壺
」（
集
成

9735

（
戰
國
晚
期
））
に
、「
是
又
（
有
）
땽
（
純
）
德
遺
뢢
（
訓
）、 

갢
（
以
）

（
陁
・
施
）
及
子
孫
」【
是
に
純
德
の
遺
訓
有
り
、
以
て
子
孫
に
施し

き
及
ぼ
す
】、

ま
た
秦
の
「
繹
山
刻
石
」
に
、「

及
五
帝
」【
五
帝
に
施
き
及
ぼ
す
】
と
あ
る
の

が
と
も
に
「
施
」
と
讀
む
こ
と
ま
た
「
伯
康
簋
」（
集
成4160

、4161

（
西
周
晚
期
））

に
、「
它
（
施
）
它
（
施
）
受
茲
永
令
（
命
）」【
也
也
と
し
て
茲
の
永
命
を
受
く
】

と
あ
り
、「
也
也
」
と
「

」
は
音
義
が
同
じ
と
言
い
、
さ
ら
に
『
孟
子
』
離

婁
下
に
、「
施
施
自
外
來
、
驕
其
妻
妾
」【
施
施
と
し
て
外
自
り
來
り
、
其
の
妻
妾

に
驕
し
】
と
あ
り
、
そ
こ
に
「
猶
ほ
扁
扁
た
る
が
ご
と
し
、
喜
悅
之
貌
」
と
注
す

る
の
を
引
き
、「
施い

い施
」
に
同
じ
、
喜
悅
の
さ
ま
と
す
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
⑯
馬
承
源
は
、「
佗
佗
」
に
同
じ
と
し
、『
詩
經
』

風
・
君
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子
楷
老
の
、「
委
委
佗
佗
、
如
山
如
河
」
と
、『
爾
雅
』
釋
訓
の
、「
委
委
佗
佗
、

美
也
」
と
そ
の
注
、「
佗
佗
、
長
之
美
」
を
引
き
、「
途
切
れ
な
く
」【
不
斷
地
】

と
現
代
語
訳
す
る
。「
喜
悅
」
の
意
に
取
る
よ
り
、「
委
佗
」
等
と
同
じ
く
、「
長
々

と
」「
立
て
續
け
に
」
の
意
に
と
る
方
が
文
意
に
合
う
。

多
福
は
多
く
の
幸
福
、豐
か
さ
や
長
壽
を
い
う
。
金
文
に
習
見
の
語
。「

鐘（
宗

周
鐘
）」
に
も
、「
降
余
多
福
」
と
あ
る
。

「
늭
栄
」
の
二
字
を
諸
家
は
、上
の
「
多
福
」
と
は
斷
句
し
て
、下
の
「
宇
慕
（
訏

謨
）
遠
猷
」
に
繋
い
で
動
詞
句
に
解
釋
す
る
が
、「
五
祀

鐘
」
に
、「
文
人
陟
降
二
、

余
黃
끡
（
導
）、
受
（
授
）
余
屯
（
純
）
魯
」【
文
人
陟
降
し
、
余
に
黃
벐
を
降
し
、

余
に
純
魯
を
授
く
】と
あ
る
こ
と
か
ら
、名
詞
句
で
あ
り
、「
多
福
」と
と
も
に「
降
」

の
目
的
語
と
し
て
解
釋
す
べ
き
こ
と
が
分
か
る
。

「
늭
」
は
「
憲
」。
金
文
で
は
「
心
」
が
な
い
字
體
に
作
る
こ
と
が
多
い
。

「
栄
・
벐
」
は
、「
米
」
に
「

」
の
倒
立
し
た
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
唐

蘭
『
殷
虛
文
字
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
、
頁
三
四
）
は
、
米
が
器
の
中

に
あ
る
の
を
象
る
と
し
て
、『
說
文
』
に
あ
る
「
䊤
」
字
と
み
な
し
、
そ
れ
が
穀

物
名
で
あ
り
「
䆃
」
と
同
字
つ
ま
り
「
稻
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
儀
禮
』
士
虞

禮
の
、「
中
月
而

」﹇

は
服
喪
が
あ
け
た
時
の
祭
り
。
音
は
徒
感
切
、
タ
ン
﹈

の
注
に
、「
古
文

、
或
爲
導
﹇
續
け
て
、「

導
雙
聲
」
と
あ
る
﹈」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、「
導
」
に
通
じ
る
と
す
る
。
⑫
張
政

も
こ
の
說
に
從
い
、さ
ら
に
「
憲
」

を「
宣
」の
意
と
し
て「
廣
く
導
く
」と
釋
す
。
⑬
王
慎
行
も
唐
蘭
說
に
從
い
、「
憲
」

を
『
說
文
』
第
十
篇
下
・
心
部
の
「
敏
也
」
と
そ
の
段
注
の
「
敏
者
、
疾
也
」
に

よ
り
、「
素
早
く
導
く
」【
迅
速
導
引
】
と
釋
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
動
詞
句
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑯
馬
承
源
は
「
벐
」
を
從
來
の
隷
定
「
끡
」
と
そ
れ
を
「
烝
」
と
釋
字
す
る
說

に
從
い
、「
憲
烝
」
と
す
る
。
そ
う
し
て
『
禮
記
』
中
庸
の
、「
憲
憲
令
德
」
に
鄭

玄
が
注
し
た
「
憲
憲
、
興
盛
之
貌
」
と
、『
爾
雅
』
繹
詁
の
「
烝
」
を
「
美
也
」

と
訓
じ
て
い
る
の
を
根
據
と
し
て
、「
隆
盛
・
美
善
」
の
意
と
す
る
。「
大
盂
鼎
」

の
用
例
を
見
る
と
、
一
字
は
「
꼒
・
廾
」
を
含
み
、
一
字
は
含
ま
な
い
「
栄
」
で

あ
る
。「
꼒
・
廾
」
を
含
む
方
の
、「
有
髭
（
祡
）
끡
（
烝
）
祀
」【
祡
し
て
烝
祀

す
る
有
り
】
は
、
供
物
を
捧
げ
る
意
で
よ
い
が
、
後
例
の
「
夙
夕
召
我
一
人
栄
四

方
」【
夙
夕
に
我
一
人
を
召
し
て
四
方
を
導
か
し
む
】
は
「
導
」
の
意
で
あ
り
、

使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
左
表
を
參
照
。

『
金
文
編
』
頁
三
三
〇

『
古
文
字
類
編
』
頁
三
二
七



簋

一
一
八

や
は
り
「
導
」
と
取
り
、二
字
を
名
詞
と
し
て
「
多
福
」
と
對
に
な
る
「
善
導
」

と
解
釋
し
て
お
く
。

「
宇
慕
」
は
「
訏く

ぼ謨
」﹇
訏
、魚
部
、『
廣
韻
』
況
于
切
﹈、大
き
な
謀
り
ご
と
。『
詩

經
』
大
雅
・
抑
に
、「
訏
謨
定
命
」
と
あ
り
、
毛
傳
に
、「
訏
は
大
、
謨
は
謀
」
と

あ
る
。「
宇
」
は
も
と
も
と
屋
根
の
軒
先
を
い
う
字
で
あ
り
、
引
伸
し
て
空
間
の

廣
が
り
を
表
し
、「
大
」
の
意
と
な
っ
た
。『
文
子
』
自
然
に
、「
往
古
來
今
謂
之
宙
、

四
方
上
下
謂
之
宇
」【
往
古
來
今 

之
を
宙
と
謂
う
、
四
方
上
下 

之
を
宇
と
謂
う
】

と
あ
る
。「
遠
猷
」
は
遠
い
將
來
を
見
据
え
た
計
畫
。『
爾
雅
』
釋
言
に
、「
猷
、

謀
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
訏
謨
」
は
大
規
模
な
、「
遠
猷
」
は
長
期
的
な
方
策

や
事
業
で
あ
り
、
空
間
と
時
間
と
で
對
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
四
字
も
名
詞
で
あ

る
の
で
、「
降
す
」
の
目
的
語
と
し
て
解
釋
す
る
。

つ
ま
り
余
に
「
多
福
・
憲
導
」
と
「
訏く

ぼ謨
・
遠
猷
」
を
「
降
す
」
の
で
あ
る
。

（
胡
）
其
萬

（
年
）、
쀊
（
將
）
實
朕
多
릁
（
禦
）、

き
ち
ん
と
樣
々
な
祭
り
を
執
り
行
う
こ
と
を
誓
う
。「
쀊
」
は
こ
こ
で
は
「
將
」。

手
に
持
つ
、
捧
げ
る
。『
詩
經
』
小
雅
・
楚
茨
に
、「
或
剥
或
亨
、
或
肆
或
將
」【
或

い
は
剥
し
或
い
は
亨
し
、
或
い
は
肆つ

ら

ね
或
い
は
將と

る
】
と
あ
り
、
鄭
玄
は
、「
或

肆
其
骨
體
於
俎
者
、
或
捧
持
而
進
之
者
」【
或
い
は
其
の
骨
體
を
俎
に
肆つ

ら

ぬ
る
者
、

或
い
は
捧
持
し
て
之
を
進
む
る
者
】
と
注
す
る
。
ま
た
『
詩
經
』
周
頒
・
我
將
に
、

「
我
將
我
享
、
維
羊
維
牛
、
維
天
其
右
之
」【
我
將
し
我
享
し
、
維
れ
羊
維
れ
牛
、

維
れ
天
其
れ
之
を
右た
す

け
よ
】
と
あ
り
、鄭
玄
は
、「
將
、猶
奉
也
」
と
注
す
る
。「
實
」

は
み
た
す
。「
릁
」
は
「
禦
」
に
同
じ
で
祭
祀
、祭
る
こ
と
。『
說
文
』
卷
一
上
に
、

「
禦
、
祀
也
」
と
あ
る
。

用
걥
（
祓
・
拜
）
땑
（
壽
）、
永
令
（
命
）、릿
（
畯
）
才
（
在
）
立
（
位
）、

乍
（
作
）
疐
（
對
）
才
（
在
）
下
、

「
걥
壽
」
は
長
壽
を
祈
る
意
。「
걥
」
は
、「
뤕
」
に
同
じ
。
い
の
る
、
祈
求
す

る
意
。『
說
文
』
一
〇
下
に
、「
疾
也
、
從
夲
、
卉
聲
、
拜
從
此
」
と
あ
る
。
ま
た

「
낏
」
に
同
じ
、「
낏
」
は
「
拜
」
の
古
字
。『
說
文
』
一
二
上
に
、「
首
至
地
也
、

從
手
걥
、
걥
音
忽
、
博
怪
切
」
と
あ
り
、「
拜
」
の
異
體
字
で
あ
る
。
ま
た
「
祓は

い

」

に
作
る
。「

」
も
、
祈
る
、
祈
求
す
る
意
。『
說
文
』
一
二
下
に
、「

、
氣
也
」

と
あ
り
、
段
玉
裁
は
、「
气
者
、
雲
氣
也
、
用
其
聲
假
借
爲
气
（
乞
）
求
」【
气
な

る
者
は
、
雲
氣
也
、
其
の
聲
を
用
て
假
借
し
て
气
（
乞
）
求
と
爲
す
】
と
い
う
。

ま
た
『
廣
雅
』
釋
詁
に
、「

、
求
也
」
と
あ
る
。

「
릿
」（
畯
）
は
旁
が
一
部
缺
け
て
い
る
が
文
脈
に
よ
り
こ
の
字
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「
駿
」
に
通
じ
て
、長
い
の
意
。『
爾
雅
』
釋
詁
に
、「
駿
、長
也
」
と
あ
る
。「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
に
は
、「
畯
保
四
國
」
と
あ
る
。
銘
文
の
字
形
は
み
な
「
夊す

い

」
が

な
い
「
릿
」
形
で
あ
る
が
、
春
秋
時
代
の
「
秦
公
鐘
」（
集
成262-263

、264-

266

、267

、268

、269

、270

・
春
秋
早
期
）
に
な
る
と
、「
夊
」
が
加
わ
っ
た
「
畯
」

の
字
形
が
見
ら
れ
る
。

「
作
疐
在
下
」
の
四
字
に
つ
い
て
、「
疐
」
字
を
諸
家
み
な
「
土
台
」「
根
本
」

の
意
に
取
り
、地
上
に
基
礎
を
固
め
る
な
ど
と
解
釋
す
る
。
獨
り
⑯
馬
承
源
の
み
、

「
順
應
天
命
于
下
土
」【
地
上
に
お
い
て
天
命
に
從
い
合
わ
せ
る
】
と
注
す
る
。
た

だ
し「
疐
」字
に
つ
い
て
何
も
考
釋
を
加
え
て
い
な
い
。
近
年
出
土
の
淸
華
簡『
周



一
一
九

漢
字
學
硏
究　

第
四
號

公
之
琴
舞
』
に
、「
疐
天
之
不
易
」【
天
の
不
易
に
疐
す
】
と
あ
り
、李
學
勤
は
、「
疐
、

讀
爲
「
對
」」
と
し
て
、『
金
文
編
』
卷
四
・
頁
二
七
二
の
、「
疐
」
の
字
例
を
擧
げ
、

「

簋
」
の
こ
の
「
㽙
在
位
、
作
疐
在
下
」
と
、「
秦
公
簋
」（
集
成4315

春
秋
早

期
）
の
「
㽙
疐
在
天
」
等
も
み
な
、「
對
」
と
讀
む
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ

ら
に
『
詩
經
』
大
雅
・
皇
矣
の
、「
帝
作
邦
作
對
」【
帝 

邦
を
作
り
て
對
と
作
さ

し
む
】
に
、「
毛
傳
が
、「
對
、
配
也
」
と
注
す
る
の
を
補
足
す
る
（『
淸
華
大
學

藏
戰
國
竹
簡
（
三
）』
頁
一
四
〇
・
注
六
四
、
中
西
書
局
、
一
〇
一
二
年
一
二
月
）。

『
金
文
編
』
の
も
う
一
例
、「
楚
簋
」（
集
成4246

・4247

・4248

・4249

西
周
晚

期
）
の
、「
疐
揚
天
子
不
（
丕
）
顯
休
」
は
、容
庚
が
す
で
に
「
疐
揚
」
を
「
對
揚
」

と
讀
ん
で
い
る
。「
作
對
」
は
、
天
に
對
應
さ
せ
る
こ
と
、
天
の
命
に
應
じ
て
そ

れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

（『
金
文
編
』
卷
四
・
頁
二
七
二
の
「
疐
」
字
）

「
在
下
」
は
天
に
對
し
て
地
上
を
い
う
。『
尚
書
』
呂
刑
に
、「
惟
克
天
德
、
自

作
元
命
、
配
享
在
下
」【
惟
れ
天
德
を
克
く
し
、
自
ら
元
命
を
作
り
、
配
享
し
て

下
に
在
り
】
と
あ
り
、
蔡
傳
に
、「
在
下
、
對
天
之
辭
也
」【
在
下
、
天
に
對
す
る

の
辭
也
】
と
あ
る
。
こ
の
「
配
享
」
は
「
作
對
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。

隹
王
十
又
二
祀

「
祀
」
は
年
の
意
。
こ
れ
は
殷
人
の
習
慣
で
あ
り
、
周
初
の
金
文
に
も
よ
く
見

え
る
。
㉒
王
輝
は
、
厲
王
の
器
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
西
周
晚
期
に
も
な
お
こ
の

習
い
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
⑲
李
朝
遠
は
、
こ
の
「
祀
」
を
根
據
に
厲
王

の
器
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
他
に
根
據
と
し
て
「
王
」
字
の
字
形
の
特
徵
が

中
期
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
各
期
の
違
い
は
、
最
後
の
橫
畫
が
、
早
期
は

弧
形
、
晚
期
は
直
線
、
中
期
は
そ
の
中
間
で
あ
り
、
や
や
丸
み
を
帶
び
縦
線
と
つ

な
が
る
部
分
が
膨
ら
み
三
角
を
成
す
。「

簋
」
の
王
字
は
ま
さ
に
中
期
の
特
徵

を
示
す
。
第
三
の
論
據
と
し
て
、
器
形
と
紋
飾
に
よ
り
中
期
の
も
の
と
す
る
。

こ
の
「

簋
」
の
斷
代
は
從
來
、「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
お
よ
び
「
五
祀

鐘
」

と
と
も
に
厲
王
の
器
と
さ
れ
て
い
る
。「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
は
後
ろ
に
銘
文
と
そ

の
訓
讀
の
み
載
せ
る
の
を
參
照
。
近
年
出
土
の
「
五
祀

鐘
」
に
つ
い
て
は
、
本

論
考
の
後
半
に
注
釋
を
施
す
。

「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
の
斷
代
に
つ
い
て
は
、㉛
葉
正
渤
が
簡
潔
に
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、ま
ず
㉘
郭
沫
若
が
昭
王
時
の
器
と
し
て
い
る
が
、㉖
唐
蘭
が
「
厲

宣
時
期
」
で
あ
る
と
論
じ
、
㉗
陳
夢
家
が
㉖
唐
蘭
の
說
を
引
い
て
厲
王
の
世
と
定

め
て
、
そ
れ
が
定
論
と
な
っ
た
と
い
う
。
㉛
葉
正
渤
は
そ
れ
に
反
論
し
て
、
以
下

の
論
據
で
昭
王
の
器
で
あ
る
と
斷
じ
る
。

一
、「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
銘
文
中
の
、「
邵
王
」
は
他
の
銘
文
に
多
見
し
、

み
な
王
名
の
昭
王
で
あ
る
。
㉗
唐
蘭
說
の
よ
う
に
「
王
に
見ま

み

え
る
」
意
で
あ

る
と
し
て
動
詞
に
と
る
の
は
獨
例
で
あ
り
他
に
は
な
く
、ま
た
「
來
逆
邵
王
」

と
あ
る
の
で
、
動
詞
が
三
つ
連
續
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
。



簋

一
二
〇

二
、「

」
を
、
郭
沫
若
は
昭
王
の
名
「
瑕
」
の
本
字
と
み
な
し
、
㉗
唐
蘭

は
厲
王
の
名
の「
胡
」と
讀
ん
だ
。「
割
・
豁
」な
ど
の
字
か
ら
類
推
し
て「

」

も
ま
た
、「
夫
（
男
性
を
指
す
）」
に
從
い
「
害
」
の
聲
で
あ
る
は
ず
。「
叚
」

を
聲
符
と
す
る
合
體
字
﹇
＝
形
聲
字
﹈
の
音
は
、
匣
紐
魚
部
あ
る
い
は
見
紐

魚
部
で
あ
る
。「
害
」
を
聲
符
と
す
る
合
體
字
の
音
は
、
匣
紐
月
部
あ
る
い

は
見
紐
月
部
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
瑕
」
と
「

」
は
雙
聲
で
あ
る
。
よ
っ
て

昭
王
の
名
の
「
瑕
」
は
、本
字
が
「

」
で
あ
り
、銘
文
は
本
字
を
使
い
、『
史

記
』
は
假
借
字
を
使
っ
た
。

三
、
字
體
に
つ
い
て
は
㉖
郭
沫
若
が
詳
し
く
論
じ
て
お
り
、
そ
の
意
見
は
從

う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
⑲
李
朝
遠
が
、
銘
文
の
紀
時
用
語
・
文
字
の
風

格
・
器
物
形
制
の
面
か
ら
論
證
し
て
西
周
中
期
偏
早
の
器
と
し
て
い
る
。

第
一
點
の
、
動
詞
の
三
連
續
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
唐
蘭
の
引
く
「
𠫑
羌

鐘
」（
集
成157-161

戰
國
早
期
）
の
「
卲
于
王
」
の
例
は
西
周
で
は
な
い
。

第
二
點
の
「

」
字
に
つ
い
て
は
、「
胡
」
も
匣
紐
魚
部
で
あ
る
の
で
、
厲
王

の
名
と
み
な
す
こ
と
に
何
ら
矛
盾
は
な
い
。
西
周
金
文
に
お
い
て「

」字
を「
瑕
」

字
に
解
し
得
る
用
例
は
他
に
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「

」
が
「
胡
」
に

同
定
で
き
る
こ
と
は
⑰
陳
秉
新
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。「
胡
」字
に
釋
す
る
例
は
、

「

簋
」「

鐘
（
宗
周
鐘
」「
五
祀

鐘
」
の
他
に
も
あ
り
、
方
國
名
や
個
人
名

と
し
て
見
え
る
。
例
え
ば
、「

（
胡
）
侯
」（「
뎸

」
集
成948

西
周
中
期
）、「
至

于

（
胡
）」（
답
鼎
」
集
成2721

西
周
中
期
）、「
來

（
胡
）」（「

作
辛
公
렉
」

集
成4122

西
周
中
期
）、「
戎

（
胡
）」（「
뗻
렉
」
集
成4322

西
周
中
期
）
等

が
あ
る
。

第
三
點
に
關
し
て
㉙
林
巳
奈
夫
は
、「

簋
」
は
西
周
Ⅲ
A
に
、「

鐘
（
宗
周

鐘
）」
は
西
周
Ⅲ
に
配
列
し
て
い
る
。
つ
ま
り
西
周
晩
期
に
屬
す
る
と
見
て
い
る
。

し
か
し
⑲
李
朝
遠
は
、「

簋
」
の
波
曲
紋
の
特
色
が
㉙
林
巳
奈
夫
の
い
う
「
西

周
Ⅱ
B
」
と
一
致
す
る
と
し
て
西
周
中
期
の
證
據
の
一
つ
と
す
る
。
そ
の
他
の
紋

飾
も
ま
た
中
期
の
特
徵
を
備
え
て
お
り
、
器
形
か
ら
は
「
中
期
偏
晩
」
の
形
制
に

屬
す
る
と
い
う
。
紀
時
用
語
に
つ
い
て
も
、「
祀
」
は
殷
を
受
け
た
周
初
の
用
語

で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
年
月
日
を
銘
文
の
冒
頭
に
置
く
の
が
普
通
で
あ
り
、
末
尾

に
置
く
の
は
殷
か
ら
周
初
期
に
多
い
こ
と
も
擧
げ
る
。

㉛
葉
正
渤
と
ほ
ぼ
同
時
に
發
表
さ
れ
た
㉚
郭
偉
川
は
、「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
を
、

厲
王
の
器
で
あ
る
こ
と
は
同
樣
に
否
定
す
る
が
、昭
王
の
次
の
穆
王
時
器
と
す
る
。

そ
う
し
て
、

昭
王
は
南
夷
を
伐
っ
た
が「
廿
又
六
邦
」が
謁
見
に
や
っ
て
く
る
よ
う
な「
大

勝
利
」
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
第
二
次
の
南
征
に
失
敗
し
て
亡
く

な
っ
て
い
る
。
南
方
を
平
定
し
た
の
は
穆
王
の
事
績
で
あ
る
。
㉖
郭
沫
若
が

生
稱
と
し
た
昭
王
は
、諡
號
で
あ
る
。「
來
逆
邵
王
」
と
は
昭
王
の
木
主
（
位

牌
）を
迎
え
た
の
で
あ
る
。「

」は

侯
で
あ
っ
て
春
秋
の
胡
國
に
あ
た
る
。

「
某
其
萬
年
」
は
他
者
に
對
す
る
乞
求
の
辭
で
あ
っ
て
、王
が
自
稱
し
て
「

其
萬
年
、
畯
保
四
國
」
と
い
う
は
ず
は
な
い
。

等
々
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
昭
王
を
生
稱
と
し
て
何
ら
問
題
は
な
く
、「
木
主
」

の
說
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
㉗
唐
蘭
は
、「
昭
王
」
を
「
王
に
ま
み
え
る
」

意
と
し
て
動
詞
に
解
釋
し
て
い
る
。
ま
た
「

」
は
「

簋
」「
五
祀

鐘
」
の

銘
文
か
ら
見
て
、
王
の
固
有
名
詞
・
自
稱
と
と
る
こ
と
に
何
ら
矛
盾
は
な
い
。
た

だ
し
王
の
南
征
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
昭
王
の
事
績
で
あ
る
可
能
性
が
薄
い

こ
と
を
物
語
る
。
南
征
に
關
し
て
、
32
朱
鳳
瀚
は
、
新
出
の
「
伯
잳
父
簋
」
に
つ
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い
て
先
ず
、
そ
の
形
制
・
紋
飾
が
、
厲
王
期
の
器
で
あ
る
「
諫
簋
」（
集
成4285

、

西
周
晩
期
・
厲
王
五
年
）、「
師
뜡
簋
」（
集
成4324

・4325

西
周
晩
期
・
厲
王

一
〇
年
）、「
元
年
師
롆
簋
」（
集
成4279

・4280

・4281

・4282

西
周
晩
期
・
夷

王
あ
る
い
は
厲
王
期
）
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
つ
い
で
銘
文
に
、「

鐘
（
宗
周
鐘
）」
と
同
じ
「
服
子
」
等
の
語
が
載
り
、
王
の
南
征
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
の
で
、
二
簋
と
も
に
厲
王
の
事
績
を
記
し
て
い
る
と
す
る
。

ま
た
「
夙
夜
」「
夙
夕
」
に
代
わ
る
「
晝
夜
」
の
語
が
「

簋
」
に
初
出
す
る

こ
と
は
、
西
周
晩
期
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
形
制
か
ら

見
る
と
中
期
で
あ
る
が
、
銘
文
の
南
征
の
内
容
か
ら
見
る
と
厲
王
の
器
と
看
做
し

得
る
。
王
器
で
あ
る
の
で
古
び
た
形
式
が
取
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
よ
っ
て
、

「

簋
」「

鐘
（
宗
周
鐘
）」「
五
祀

鐘
」
と
も
に
厲
王
期
と
す
る
說
に
從
っ
て

お
く
。

「
十
又
二
祀
」
は
、
厲
王
の
卽
位
十
二
年
目
。
夏
商
周
斷
代
工
程
（
夏
商
周
年

代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
は
、『
史
記
』
に
從
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
紀
元
前

八
六
六
年
と
な
る
。
厲
王
の
在
位
は
、
紀
元
前
八
七
七
年
か
ら
八
四
一
年
ま
で
の

三
七
年
間
と
す
る
。
そ
の
後
が
共
和
で
あ
る
。

な
お
昭
王
と
す
る
と
、
そ
の
在
位
は
紀
元
前
九
九
五
年
か
ら
九
七
七
年
ま
で
で

あ
る
の
で
、「
十
又
二
祀
」
は
そ
の
卽
位
十
二
年
目
の
紀
元
前
九
八
四
年
と
な
る
。

約
一
〇
〇
年
ず
れ
る
。

【
訓
讀
】

王
曰
く
、
有
余
は
唯
れ
小
子
、
余
は
晝
夜
を
님む

な

し
く
す
る
亡
く
、
經つ
ね

に
先
王
に

擁
し
、
用
て
皇
天
に
配
し
、
朕
が
心
を
廣
げ
致
し
、
四
方
に
施
せ
り
、
肄ゆ
え

に
余
は

義
士
獻
民
を
以ひ
き
ゐて
、
稱あ

げ
て
先
王
宗
室
に
致
ら
し
め
り
と
。

（
胡
）
は
쀊し

ゃ
う
い彝
寶

簋
を
作
り
、
用
て
朕
が
皇
文
烈
な
る
祖
考
を
康
惠
し
、
其
れ
前
文
人
に
格い
た

ら
ん
、

其
は
頻
り
に
帝
庭
に
在
り
て
陟
降
し
、
申か
さ

ね
て
皇
上
帝
の
大
魯
命
に
劭つ
と

む
る
は
、

用
て 

令よ

く
我
が
家
・
朕
が
位
・
（
胡
）
が
身
を
保
ち
、
い

い々

と
し
て
余
に
多
福
・

憲
導
、訏く

ぼ謨
・
遠
猷
を
降
さ
ん
、
（
胡
）
其
れ
萬
年
、朕
が
多
禦
を
將と

り
實
た
し
、

用
て
壽
を
祓い
の

り
、
永
命
を
も
と

め
、 

畯な
が

く
位
に
在
り
て
、
對
を
在
下
に
作
ら
ん
、
唯

れ
王
の
十
又
二
祀
な
り
、

【
現
代
語
譯
】

王
は
、「
余
は
未
熟
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
夜
缺
か
す
こ
と
な
く
、
常
に
先
王

の
敎
え
に
從
い
、
そ
う
し
て
天
意
に
沿
っ
て
、
廣
く
我
が
心
を
注
い
で
、
四
方
に

施
し
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
余
は
義
士
と
獻
民
を
率
い
、
擧こ

ぞ

り
て
先
王
の
宗
廟
を
至

ら
し
め
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
わ
た
く
し

（
胡
）
は
禮
器
の
寶
簋
を
作
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
我
が
偉
大
に
し
て
文
德
と
功
業
あ
る
父
を
安
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
文

德
あ
る
先
人
た
ち
に
及
ぼ
そ
う
。
そ
の
方
々
は
天
帝
の
庭
に
仕
え
て
天
地
を
上
り

下
り
し
、か
が
や
か
し
い
上
帝
の
大
い
な
る
う
る
わ
し
き
命
令
に
繰
り
返
し
勵
み
、

そ
れ
に
よ
っ
て
我
ら
が
家
產
・
わ
が
位
・

（
胡
）
の
身
體
を
保
ち
、
引
き
續
き

余
に
多
福
と
善
導
お
よ
び
遠
大
な
る
謀
り
ご
と
を
降
さ
れ
ん
こ
と
を
。
わ
た
く
し

（
胡
）
は
萬
年
も
、
わ
が
幾
多
の
祀
り
を
缺
か
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
長

壽
を
祈
り
永
命
を
求
め
、
長
く
位
に
つ
き
、
地
上
で
天
意
に
合
わ
せ
よ
う
。
こ
れ

は
王
が
卽
位
し
て
一
二
年
目
の
こ
と
。
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【
參
考
】

以
下
に
同
一
人
物
の

に
よ
る
他
の
二
器
を
取
り
上
げ
る
。「

鐘（
宗
周
鐘
）」

は
銘
文
と
訓
讀
の
み
。「
五
祀

鐘
」
は
通
解
を
施
す
。

a 

鐘
（
宗
周
鐘
）（
集
成260

）

【
銘
文
】

王
肇

省
文
武
勤
彊
（
疆
） 
土
、南
或
（
國
）
꼓
（
服
）
孳
（
子
）
敢
（
陷
）

虐
我
土
、
王
귕
（
敦
）
伐
其
至
、
똭
（
撲
）
伐
厥
都
、
꼓
（
服
）
孳
（
子
）

廼
遣
閒
來
逆
卲
王
、南
尸
（
夷
）
東
尸
（
夷
）
具
見
、廿
又
六
邦
、隹
（
唯
）

皇
上
帝
百
神
、保
余
小
子
、朕
猷
又
（
有
）
成
亡
競
、我 

隹
（
唯
）
司
（
嗣
）

配
皇
天
、
王
對
乍
（
作
）
宗
周
寶
鐘
、
倉
좲
룓
좲 
、
뻋
좲

좲
（
雍
）、

用
卲
（
昭
）
各
（
格
）
不
（
丕
）
顯
且
（
祖
）
考
先
좲
王
좲
其
嚴
在
上
、

뽃
좲
𣀂
좲
（
豐
）、
降
余
多
福
、
좲
余
順
孫
、
參
壽
隹
（
唯
）
琍
、
（
胡
・

瑕
）
其
萬
年
、
릿 （
畯
）
保
四
或
（
國
）、

【
訓
讀
】

王
肇
め
て
文
武
の
勤
め
し
疆
土
を

省
す
、
南
國
服
子 

敢
へ
て
我
土
を
陷
虐

す
、
王
敦
伐
し
て
其
れ
至
り
、
厥
の
都
を
撲
伐
す
、
服
子
廼
ち
遣
閒
し
、
來
り
て

卲
王
を
逆
ふ
﹇
逆
へ
て
王
に
卲ま

み

ゆ
﹈、
南
夷
東
夷
の
具
見
す
る
は
、
廿
又
六
邦
、

唯
れ
皇
上
帝
百
神
、
余
小
子
を
保
ん
じ
、
朕
が
猷
は
成
る
有
り
て
競
ふ
亡
し
、
我

れ
唯
れ
嗣
ぎ
て
皇
天
に
配
す
、
王
對
え
て
宗
周
寶
鐘
を
作
る
、
倉
々
룓
々
、
뻋
々

雍
々
た
り
、
用
て
丕
顯
な
る
祖
考
先
王
を
昭
格
す
、
先
王
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在

り
、
뽃
々
豐
々
と
し
て
、
余
に
多
福
を
降
し
、
余
が
順
孫
に
福
あ
ら
し
め
、
參し
ん

の

壽 

唯
れ
琍も
と

め
ん
、
닗
は
其
れ
萬
年
、
畯
く
四
國
を
保
た
ん

b 

五
祀

鐘

【
器
名
】　　

五
祀

鐘

【
時
代
】　　

西
周
晚
期
（
厲
王
）

【
出
土
】

一
九
八
一
年
二
月
、
陝
西
省
扶
風
縣
莊
白
村
。
農
民
が
村
北
の
濠
を
浚
え
て
い

て
發
見
し
、
一
九
八
二
年
十
月
に
、
陝
西
省
博
物
館
（
後
の
陝
西
歷
史
博
物
館
）

に
收
藏
さ
れ
た
。
な
お
出
土
地
の
村
名
を
初
期
の
著
錄
は
白
家
村
（
法
門
寺
の
東

北
）
と
記
す
が
、
最
近
の
著
錄
は
莊
白
村
（
法
門
寺
の
西
北
）
と
す
る
。
今
そ
れ

に
從
う
。

【
所
藏
】　　

陝
西
歷
史
博
物
館

【
著
錄
―
圖
錄
・
釋
文
】

①　

中
國
社
會
科
学
院
考
古
硏
究
所
『
殷
周
金
文
集
成
（
修
訂
增
補
本
）』

358.1
・358.2

（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
第
一
册
・
頁
四
九
九
〜

五
〇
〇　
﹇
以
下
、
集
成
と
略
す
﹈

②　

呉
鎭
烽
『
陝
西
金
文
彙
編
』1-29

（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
年
八
月
）
頁
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三
〇
〜
三
三

③　

張
煥
斌
「
五
祀

鐘
」（『
中
國
音
樂
文
物
大
系
・
陝
西
天
津
卷
』
大
象
出
版

社
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
第
一
章
・
第
五
節
・
一
八
・
頁
五
九

④　

曹
瑋
『
周
原
出
土
靑
銅
器
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）
卷
一
〇
・

頁
二
〇
二
七
〜
二
〇
三
一

⑤　

呉
鎭
烽
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』15583

（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
九
月
）
二
九
册
・
頁
三
〜
五

⑥　

蔡
玫
芬
・
蔡
慶
良
『
赫
赫
宗
周
』（
國
立
故
宮
博
物
院
、二
〇
一
二
年
一
〇
月
）

頁
六
二
〜
六
五

【
著
錄
・
考
釋
】

⑦　

穆
海
亭
・
朱
捷
元
「
新
發
現
的
西
周
王
室
重
器
五
祀

鐘
考
」（『
人
文
雜
誌
』

一
九
八
三
年
二
期
）
頁
一
一
八
〜
一
二
一

⑧　

劉
啓
益
「
西
周
厲
王
時
期
銅
器
補
記
」（『
周
秦
文
化
硏
究
』
陝
西
人
民
出
版

社
、
一
九
九
八
年
）
頁
三
九
〇
〜
三
九
一

⑨　

李
朝
遠
「
五
祀

鐘
新
讀
」（『
華
學
』
第
七
輯
、
中
山
大
學
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
頁
一
〇
四
〜
一
一
六
・
再
錄
『
靑
銅
器
學
步
集
』（
文

物
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
八
月
）
頁
二
六
七
〜
二
七
七

⑩　

陳
英
傑
「

簋
銘
文
補
釋
」（『
西
周
金
文
作
器
用
途
銘
辭
硏
究
』
綫
裝
書
局
、

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）
頁
八
四
二
〜
八
五
四

⑪　

李
家
浩
「
說
〝
貖
不
廷
方
〞」（『
安
徽
大
學
漢
語
言
文
字
叢
書　

李
家
浩
卷
』

北
京
師
範
大
學
出
版
集
團
・
安
徽
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
五
月
）
頁

一
二
〜
一
七

【
器
制
】

通
高28cm

、甬
長
﹇
上
部
の
柄
の
長
さ
﹈10cm

、銑
間
﹇
下
部
の
長
い
方
の
幅
﹈

15cm

、
鼓
間
﹇
下
部
の
短
い
方
の
幅
﹈11cm

、
舞
修
﹇
上
部
の
長
い
方
の
長
さ
﹈

13.5cm

、
舞
廣
﹇
上
部
の
短
い
方
の
幅
﹈9.3cm

、
重
さ5.7kg

。
圖
に
見
え
る

よ
う
に
、
鐘
の
乳
の
隙
間
を
埋
め
る
よ
う
に
銘
文
が
鑄
込
ま
れ
て
い
る
。
元
來
、

複
數
個
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
銘
文
の
上
半
は
不
明

で
あ
る
。

【
銘
文
】　　

九
三
字
、う
ち
合
文
一
、重
文
四　
（
な
お
改
行
を　

」
記
號
で
示
す
）

…
…
明
꾬
文
乃
（
武
）、膺
」
受
大
令
（
命
）、匍
（
敷
）
右
（
有
）
亖
（
四
）」

器影（⑥『赫赫宗周』）



簋

一
二
四

方
、
余
小
子
肇
嗣
」
先
王
、
配
」
上
下
、
乍
（
作
）

（
厥
）」
王
大
寶
、

用
喜
侃
（

）」
前
二
文
二
人
二
、
므
（
庸
・
融
）
厚
多
福
、
用
랭
（
申
）

년
（
劭
）
先
」
王
、
受
皇
天
大
魯
令
（
命
）、
文
人
」
陟
降
二
、
余
」
黃
栄

（
導
）、」
受
（
授
）
余
」
屯
（
純
）
魯
（
嘏
）、」
用
貖
（
剔
）
不
廷
方
、

（
胡
）
其
萬
」

（
年
）、
永
릿
（
畯
）
尹
亖
（
四
）」
方
、
保
大
」
令

（
命
）、乍
（
作
）
疐
（
對
）」
才
（
在
）
下
、卸
（
御
）」
大
福
、其
各
（
格
）、

隹
（
唯
）
王
五
祀
、

銘
文
拓
本
（
⑥
『
赫
赫
宗
周
』）

…
…
明
꾬
文
乃
（
武
）、
膺
受
大
令
（
命
）、
匍
（
敷
）
右
（
有
）
亖
（
四
）

方
、冒

頭
の
語
句
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
前
文
を
承
け
る
の
で
あ
ろ
う
。「
꾬
」
は
、

喜
に
從
い

に
從
う
字
で
あ
る
と
、
⑨
李
朝
遠
は
い
う
。
し
か
し
寫
眞
・
拓
本
と

も
に
不
鮮
明
で
、
右
旁
が
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
字
形
は
他
に
例
が
な
い
。「
福
」

の
異
體
字
と
す
る
と
、「
明
福
」
あ
る
い
は
「
福
文
」
と
讀
む
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
用
例
も
金
文
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
字
は
未
詳
と
す
る
。

諸
書
、
三
字
目
の
「
文
」
の
後
に
句
讀
を
入
れ
る
。「
乃
」
を
⑦
穆
海
亭
・
朱

捷
元
は
、「
汝
」
と
訓
じ
て
、
文
王
を
指
す
と
い
う
。
⑨
李
朝
遠
は
、「
字
形
不
淸
、

理
校
如
此
」
と
の
み
述
べ
る
。
し
か
し
、「
文
」
字
で
文
節
が
切
れ
る
用
例
が
他

の
金
文
に
は
見
え
な
い
。「
文
」
は
ほ
ぼ
「
前
文
人
」
あ
る
い
は
王
名
の
「
文
武
」

と
し
て
現
れ
る
。
下
記
に
示
す
他
の
銘
文
例
か
ら
見
て
、「
文
」
の
次
の
「
乃
」

が
「
武
」
字
で
あ
れ
ば
、「
文
武
」
と
な
り
文
意
が
よ
り
明
瞭
と
な
る
。

「
秦
公
鐘
」（
集
成262-263

・
春
秋
早
期
）

秦
公
其
畯
별
（
令
）
才
（
在
）
立
（
位
）、겒
（
膺
）
受
大
令
（
命
）、뼉
（
眉
）

壽
無
彊
（
疆
）、
匍
（
敷
）
有
四
方
【
秦
公
其
れ
畯
く
별
く
位
に
在
り
、
大

命
を
膺
受
し
、 

眉
壽
無
疆
、
四
方
を
敷
有
す
】

「
乖
伯
歸

簋
」（
集
成4331

・
西
周
晚
期
）

朕
不
（
丕
）
顯
且
（
祖
）
玟

、
겒
（
膺
）
受
大
令
（
命
）【
朕
が
丕
顯
な

る
祖
・
玟

、
大
命
を
膺
受
す
】

「
師
克

」（
集
成4467

、4468

・
西
周
晚
期
）

王
若
曰
、
師
克
、
不
（
丕
） 

顯
文
武
、
겒
（
膺
）
受
大
令
（
命
）、
匍
（
敷
）

有
四
方
【
王
若
く
の
ご
と
く
曰
く
、
師
克
よ
、
丕
顯
な
る
文
武
、
大
命
を
膺

受
し
、
四
方
を
敷
有
す
】

「
四
十
二
年
뎾
鼎
」（
新
收745-1

、745-2

）
お
よ
び 

「
四
十
三
年
뎾
鼎
」（
新
收

747
）、「
뎾
盤
」（
新
收757-1-3

・
西
周
晚
期
）

不
（
丕
）
顯
文
武
、
겒
（
膺
）
受
大
令
（
命
）、
匍
（
敷
）
有
四
方
、【
丕
顯
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な
る
文
武
、
大
命
を
膺
受
し
、
四
方
を
敷
有
す
、】

「
師
克

」（
新
收1907-1,2

・
西
周
晚
期
）

不
（
丕
）
顯
文
武
、
겒
（
膺
）
受
大
令
（
命
）、
匍
（
敷
）
有
四
方
、【
丕
顯

な
る
文
武
、
大
命
を
膺
受
し
、
四
方
を
敷
有
す
、】

寫
眞
・
拓
本
と
も
に
不
鮮
明
で
銘
文
の
確
認
が
で
き
な
い
が
、
今
、「
文
武
」
と

讀
む
こ
と
に
す
る
。
從
っ
て
語
義
不
明
の
「
明
꾬
」
は
、
文
王
・
武
王
を
形
容
す

る
語
で
あ
ろ
う
。

「
膺
受
大
命
」
は
、
上
例
に
も
あ
る
よ
う
に
金
文
に
習
見
の
語
。「
膺
」「
受
」

と
も
に
受
け
る
意
。
同
義
語
の
竝
列
で
あ
る
。
な
お
①
集
成
の
釋
字
は
、「
膺
」

字
を
缺
く
。

「
大
命
」
は
、上
帝
か
ら
の
天
子
と
な
れ
と
い
う
命
令
、つ
ま
り
周
の
王
位
。『
尚

書
』
太
甲
上
に
、「
天
監
厥
德
、
用
集
大
命
、
撫
綏
萬
方
」【
天 

厥
の
德
を
監
て
、

用
て
大
命
を
集な

し
、
萬
方
を
撫ぶ
す
い綏
せ
し
む
】
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
逸
周
書
』
·
克

殷
に
、「
武
王
再
拜
稽
首
、
膺
受
大
命
、
革
殷
、
受
天
明
命
」【
武
王　

再
拜
稽
首

し
、
大
命
を
膺
受
し
、
殷
を
革
め
て
、
天
の
明
命
を
受
く
】
と
あ
る
。

「
敷
有
四
方
」
も
上
例
の
よ
う
に
、
金
文
に
習
見
す
る
。
廣
く
四
方
の
國
々
を

保
持
し
治
め
た
こ
と
。「
撫
有
」
と
す
る
解
釋
も
あ
る
が
、「
撫
」
字
も
廣
く
覆
う
」

意
で
あ
る
の
で
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
な
お
『
尚
書
』
金
藤
に
、「
有
」
を
「
佑
」

と
す
る
例
、「
乃
命
于
帝
庭
，
敷
佑
四
方
」【
乃
ち
帝
庭
に
命
ぜ
ら
れ
て
，
四
方
を

敷
佑
す
】
と
あ
り
、「
布
其
道
以
佑
助
四
方
」【
其
の
道
を
布
き
以
て
四
方
を
佑
助

す
】
と
注
す
る
。
こ
れ
を
兪
樾
（『
群
經
平
議
』
卷
五
）
は
、「
溥
有
」「
普
有
」

と
讀
み
、王
國
維
（『
古
史
新
證
』
王
國
維
最
後
的
講
義
）
は
、「
撫
有
」
と
讀
ん
だ
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
張
富
海
「
金
文
〝
匍
有
〞
補
說
」（『
中
國
文
字
硏
究
』

二
〇
〇
七
年
第
二
輯
）
參
照
。

余
小
子
肇
嗣
先
王
、
配
上
下
、
乍
（
作
）

（
厥
）
王
大
寶
、

「
余
小
子
」
は
王
の
自
稱
。
こ
の
「
小
子
」
も
他
の
多
く
の
銘
文
と
同
樣
に
合

文
で
あ
る
。

「
肇
」
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
意
。「
配
」
は
、「

簋
」
の
「
配
皇
天
」
と
同
じ
く
、

合
わ
せ
る
意
。
上
下
は
天
と
地
上
。
つ
ま
り
天
意
に
合
わ
せ
ま
た
地
上
の
人
々
と

心
を
合
致
さ
せ
た
こ
と
。

「

（
厥
）
王
」
は
先
王
を
指
す
。「
大
寶
」
は
大
き
な
大
切
に
扱
い
維
持
し
て

い
く
べ
き
も
の
。
先
王
を
祭
る
た
め
に
こ
の
鐘
を
作
っ
た
こ
と
を
い
う
。「
묪
鐘
」

（
集
成247

・248

・249

・250

西
周
中
期
）
に
、「
敢
乍
（
作
）
文
人
大
寶 

뗝
（
協
）

龢
鐘
」【
敢
へ
て
文
人
の
大
寶
の
協
龢
鐘
を
作
る
】
と
あ
り
、「
格
伯
簋
（

生
簋 

）」

（
集
成4262

・4263

・4264

・4265

西
周
中
期
）
に
も
、「
鑄
保
（
寶
）

（
簋
）」

【
寶
簋
を
鑄
る
】
と
あ
る
。

た
だ
し
⑨
李
朝
遠
は
、「
王
」
を
「
大
」
の
意
と
す
る
。「
王
」
を
先
王
と
す
る

の
は
「
增
字
解
經
之
嫌
」
が
あ
り
、「
時
王
」
を
指
す
と
す
れ
ば
、
王
が
自
分
で

自
分
の
た
め
の
祭
器
を
作
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、こ
の
「
王
」
字
は
「
大
」

の
意
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
用
例
を
擧
げ
て
主
張
す
る
。
し
か
し
上
に
述
べ
た
よ

う
に
、「

（
厥
）
王
」
と
あ
る
か
ら
、
先
王
と
す
る
解
釋
で
よ
い
と
考
え
る
。

用
喜
侃
（

）
前
二
文
二
人
二
、
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「
喜
」
字
を
⑦
穆
海
亭
・
朱
捷
元
は
、「

」
に
釋
し
て
「
酒
食
」
の
意
と
す
る
。

し
か
し
逆
順
の
「
侃
喜
」
も
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
二
字
を
動
詞
と
み
な
し
、「
喜

ば
せ
樂
し
ま
せ
る
」
意
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
他
の
用
例
を
見
る
。

「
喜
侃
（

）
前
文
人
」【
前
文
人
を
喜
侃
（

）
せ
し
む
】
の
用
例
は
、「
맪

生
殘
鐘
」（
集
成105
西
周
晚
期
）、「
師
臾
鐘
」（
集
成141

西
周
晚
期
）、「
梁
其

鐘
」（
集
成187-188
・189-190

・191-192

西
周
晚
期
）、「

鐘
」（
新
收

772

・773

・774

西
周
晚
期
）、「
師
먔
鐘
」（
新
收657

（
西
周
晚
期
）
に
も
見
え

る
。
ま
た
こ
の
二
字
が
逆
に
竝
ん
だ
「
侃
喜
」
が
二
例
あ
る
。「
兮
仲
鐘
」（
集
成

67

・68

・69

・70

・71

西
周
晚
期
）
に
、「
用
侃
喜
前
文
人
」
と
あ
り
、「
井
人

둍
鐘
」（
集
成109-110

・111-112

西
周
晚
期
）
に
、「
用
追
考
（
孝
）、
侃
喜
前

文
人
」
と
あ
る
。
ほ
か
に
「
前
文
人
」
で
は
な
い
が
、「
士
父
鐘
」（
集
成145-

148

西
周
晚
期
）
に
「
用
喜
侃
皇
考
」
と
あ
る
。
す
べ
て
鐘
で
あ
り
、
時
代
は
西

周
晚
期
で
あ
る
。
ま
た
中
期
で
あ
る
が
、「
井
叔
釆
鐘
」（
集
成356

・357

西
周

中
期
）
に
「
用
喜
樂
文
神
人
」
と
あ
り
、さ
ら
に
「
묪
鐘
」（
集
成246

西
周
中
期
）

に
、「
用
卲
（
昭
）
各
（
格
）
喜
侃
樂
前
文
人
」【
用
て
昭
格
﹇
光
明
の
至
り
・
眞

心
を
こ
め
て
﹈
し
て
前
文
人
を
喜
び
侃た

の

し
み
樂た
の

し
ま
し
む
】
と
あ
る
。

た
だ
し
時
代
が
下
が
っ
た
次
の
例
は
、
酒
食
の
意
の
「

」
に
解
釋
で
き
る
。

春
秋
中
期
の
「
王
孫
誥
鐘
」（
新
收418

他
）
に
、「
用

（
宴
）
갢
（
以
）
喜
（

）

갢
（
以
）
樂
、
楚
王
・
者
（
諸
）
侯
・
嘉
賓
、
及
我
父 

뙚
（
兄
）・
者
（
諸
）
士
、

볱
（
桓
）
볱
（
桓
）
볪
（
煕
）
볪
（
煕
）」【
用
て
宴
し
て

を
以
て
し
樂が

く

を
以
て

す
れ
ば
、
楚
王
・
諸
侯
・
嘉
賓
、
及
び
我
が
父
兄
・
諸
士
、
桓
桓
煕
煕
た
り
】
と

あ
る
。
こ
の
「
樂
」
字
も
「
樂
し
ま
せ
る
」
で
は
な
く
、
音
樂
の
意
で
あ
ろ
う
。

ま
た
春
秋
晚
期
の
「
子
璋
鐘
」（
集
成113

他
）
に
、「
用 

（
宴
）
갢
（
以
）

喜
（

）、用
爍
（
樂
）
父
뙚
（
兄
）・
者
（
諸
）
士
」【
用
て
宴
し
て

を
以
て
し
、

用
て
父
兄
・
諸
士
を
樂
し
ま
し
む
】
と
あ
る
。

「
侃
」
は
、文
獻
の
「

」
に
同
じ
。
喜
び
楽
し
ま
せ
る
こ
と
。『
詩
經
』
商
頌
・

那
に
、「
奏
鼓
簡
簡
、

我
烈
祖
」【
鼓
を
奏
す
る
こ
と
簡
々
た
り
、
我
が
烈
祖
を

た
の

し
ま
し
む
】
と
あ
る
。
ま
た
『
論
語
』
先
進
に
、「
冉
有
・
子
貢
、
侃
侃
如
也
」

と
あ
り
、
皇
侃
の
疏
に
、「
侃
侃
、
和
樂
貌
也
」
と
い
う
。
こ
の
例
も
あ
る
の
で
、

こ
と
さ
ら
に
「

」
字
に
置
き
換
え
る
必
要
は
な
い
と
思
え
る
が
、
通
例
に
從
っ

て
お
く
。

つ
ま
り
編
鐘
を
演
奏
し
て
「
前
文
人
」
を
喜
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
な
お
⑨
李
朝

遠
は
、
上
揭
の
「
井
人
둍
鐘
」
の
銘
文
の
「
喜
」
字
を
見
落
と
し
た
の
か
書
き
落

と
し
て
お
り
、「
用
追
孝
侃
前
文
人
」【
用
て
前
文
人
を
追
孝
侃
す
】
と
し
、「
追

孝
侃
」
三
字
を
動
詞
に
と
り
、「
享
孝
」
に
同
じ
と
す
る
。　
「
前
文
人
」
は
文
德

あ
る
先
人
た
ち
の
意
で
、
金
文
に
習
見
の
語
で
あ
り
、「

簋
」
に
も
見
え
る
。

（
前
文
人
）
므
（
庸
・
融
）
厚
多
福
、

「
므
」
字
を
、
①
集
成
は
「
庸
」
に
作
る
。
恐
ら
く
、『
說
文
』
第
十
三
篇
下
・

土
部
の
「
城
」
字
の
次
に
、「
𩫨
、
籀
文
城
、
從
𩫖
」
と
あ
り
、
續
け
て
「

、

城
垣
也
」
と
あ
り
、「
𩫖
、古
文

」
と
あ
る
の
に
據
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
庸
」

字
を
、
⑦
穆
海
亭
・
朱
捷
元
は
、「
常
」
と
訓
じ
、「
厚
多
福
」
を
そ
の
目
的
語
と

見
て
い
る
。
⑨
李
朝
遠
は
「
므
」﹇
實
際
の
字
形
は
左
上
部
が
「
目
」
と
「
曰
」

が
つ
な
が
っ
た
形
に
隷
定
し
て
い
る
が
、
呉
鎭
烽
の
金
文
外
字
の
字
形
で
代
用
し

た
﹈
と
隷
定
し
て
、「
귗
に
從
う
、雙
虫
に
從
う
」
と
言
い
、「
融
」
の
假
借
と
す
る
。
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そ
の
論
據
は
以
下
の
三
點
で
あ
る
。

ま
ず
、「
귗
」
と
「
享
」
の
二
字
は
形
が
近
く
混
じ
り
や
す
く
、「
므
」
は

「
蜳と

ん

」
で
あ
る
。『
莊
子
』
外
物
に
、「
螴
蜳
不
得
成
」【
螴ち
ん
と
ん蜳

た
り
て
成
る
を
得
ず
】

と
あ
り
、
陸
德
明
『
釋
文
』
に
、「
螴ち

ん
と
ん蜳

、
讀
曰
忡ち

ゅ
う
ゆ
う
融
」
と
あ
る
。﹇『
釋
文
』
は

續
け
て
、「
言
怖
畏
之
氣
、
忡
融
兩
溢
、
不
安
定
也
」【
言
ふ
こ
こ
ろ
は
怖
畏
の
氣
、

忡う
れ

ひ
と
融や
は

ら
ぎ
と
兩ふ
た

つ
な
が
ら
溢
れ
、
安
定
せ
ざ
る
也
】
と
い
う
﹈。
た
だ
し
讀

音
が
異
な
る
こ
と
に
疑
問
は
殘
る
。
な
お
「
螴ち
ん
と
ん蜳

」
と
は
虫
の
行
く
さ
ま
で
あ
り
、

ま
た
落
ち
着
か
な
い
さ
ま
を
い
う
。

次
に
王
國
維
（『
觀
堂
集
林
』
第
三
册
、
頁
八
九
四
）
の
說
を
引
く
。「

公
빫

鐘
」（
集
成102

春
秋
中
期
）
に
、「
陸
므
之
孫

公
빫
」﹇『
集
成
』
は
「
融
」
に

作
る
。
ま
た
實
際
の
字
形
は
「
五
祀

鐘
」
の
字
と
左
右
逆
の
「
믁
」
で
あ
る
﹈

と
あ
る
の
に
對
し
て
、王
國
維
が
、『
聲
類
か
ら
求
め
れ
ば
、「
螽
」
字
で
あ
り
、「
陸

螽
」
は
「
陸
終
」
で
あ
る
。
ま
た
卜
辭
に
「

」
字
﹇
出
典
未
詳
。
殷
墟
卜
辭
と

の
み
記
述
﹈
が
あ
り
、「
鬲
」
に
從
い
「
귗
」
の
聲
で
あ
る
の
で
、こ
の
器
の
「
므
」

字
は
「
融
」
で
あ
る
』
と
言
う
。
そ
こ
で
「
陸
므
」
は
「
陸
終
」
で
あ
り
、
つ
ま

り
「
祝
融
」
で
あ
る
。

三
つ
目
と
し
て
、
さ
ら
に
、「
묪
鐘
」（
集
成246

お
よ
び251-256

西
周
中
期
）

に
、「
므
（
融
）
妥
（
綏
）
厚
多
福
」【
厚
多
福
を
融
綏
す
】
と
あ
る
例
を
擧
げ
る
。

そ
し
て
「
厚
多
福
」
は
「
多
福
」
を
さ
ら
に
強
め
た
表
現
で
あ
り
、「
融
」
は
「
降
」

義
の
動
詞
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

今
こ
の
說
に
從
い
、「
融
」﹇
と
お
る
・
と
お
す
﹈
に
解
し
て
「
通
」
と
同
義
、「
流

し
込
む
」
意
に
取
り
、「
多
大
の
福
を
も
た
ら
し
た
」
と
解
釋
す
る
。
な
お
「
厚
」

は
重
な
る
意
な
の
で
「
厚
き
多
福
」
と
訓
じ
れ
ば
よ
い
。

用
랭
（
申
）
년
（
劭
）
先
王
受
皇
天
大
魯
令
（
命
）、

「
랭
（
申
）
년
（
劭
）」
は
「

簋
」
に
既
出
。「
랭
（
申
）
년
（
劭
） 

皇
上
〔
帝
〕

大
魯
令
（
命
）」【
申
ね
て
皇
上
帝
の
大
魯
命
に
劭
む
】
と
あ
る
。
重
ね
て
務
め
る

こ
と
。
こ
こ
で
は
、
先
王
に
付
き
随
い
努
力
し
た
こ
と
を
い
う
。「
皇
天
大
魯
命
」

は
、天
か
ら
の
大
い
な
る
命
。
つ
ま
り
周
の
王
位
に
卽
く
こ
と
。「
魯
」
は
「
嘉
美
」

の
意
で
あ
り
、『
史
記
』
周
本
紀
の
「
魯
天
子
之
命
」
を
、
魯
世
家
に
は
「
嘉
天

子
之
命
」
に
作
る
こ
と
に
よ
る
。
上
古
音
で
は
、「
魯
」
は
來
紐
魚
部
、「
嘉
」
は

見
紐
歌
部
で
あ
る
が
通
假
し
う
る
。「
魯
」字
に
つ
い
て
は
下
文
の「
屯
魯（
純
嘏
）」

で
再
度
論
じ
る
。

文
人
陟
降
、
二
余
黃
（
廣
）
栄
（
導
）、
受
（
授
）
余
屯
（
純
）
魯
（
嘏
）、

「
文
人
」
は
祖
先
を
指
す
。「
前
文
人
」
に
同
じ
。
四
字
句
に
す
る
た
め
に
「
前
」

を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
陟
降
」
は
、天
地
の
間
を
行
き
來
す
る
こ
と
。「

簋
」

に
既
出
。「
降
」
字
の
右
下
の
重
文
記
號
が
、
⑦
穆
海
亭
・
朱
捷
元
お
よ
び
⑨
李

朝
遠
を
は
じ
め
他
の
著
錄
・
釋
文
に
な
い
が
、
⑩
陳
英
傑
に
よ
り
補
う
。
文
脈
か

ら
も
「
降
」
字
が
あ
る
方
が
よ
い
。

「
黃
（
廣
）
栄
（
導
）」
は
、
廣
範
圍
の
指
導
。「
栄
」
字
形
に
つ
い
て
は
、
①

集
成
は
「
烝
」
に
作
り
、
⑩
陳
英
傑
は
、
隷
定
せ
ず
に
、
な
ん
と
「

簋
」
の
拓

本
を
貼
り
付
け
て
い
る
。
⑨
李
朝
遠
に
、「
上
米
下
豆
」
と
あ
る
の
で
、「
栄
」
と

隷
定
す
る
。
た
だ
し
拓
本
の
寫
眞
を
見
る
と
字
の
下
部
に
「
廾
」
が
あ
る
よ
う
に
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も
見
え
る
。「

簋
」
に
は
「
늭
（
憲
）
벐
（
導
）」
と
あ
り
、
字
形
が
少
し
異
な

り
下
部
が
「

」
の
倒
立
し
た
形
で
あ
る
が
、同
字
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
證
は
本
書
の
「

簋
」
を
參
照
。

「
屯
魯
」
は
、
金
文
に
習
見
し
、
文
獻
の
「
純
嘏
」
に
比
定
さ
れ
る
。「
魯
」
の

上
古
音
は
來
紐
魚
部
、「
嘏
」
は
見
紐
魚
部
で
あ
る
。『
詩
經
』
小
雅
・
賓
之
初
筵

に
、「
錫
爾
純
嘏
、
子
孫
其
湛
」【
爾な

ん
じに
純
嘏
を
錫
へ
ば
、
子
孫
其
れ
湛た
の

し
ま
ん
】

と
あ
り
、
朱
熹
は
、「
嘏
、
福
。
湛
、
樂
也
」
と
注
す
る
。
ま
た
『
詩
經
』
周
頌
・

載
見
に
、「
烈
文
辟
公
、
綏
以
多
福
、
俾
緝
煕
于
純
嘏
」【
烈
文
な
る
辟
公
、
綏や

す

ん

ず
る
に
多
福
を
以
て
し
、
純
嘏
に
緝
煕
な
ら
俾
む
】
と
あ
る
。
朱
熹
は
「
使
我
得

繼
而
明
之
以
至
於
純
嘏
也
」【
我
を
し
て
繼
ぐ
を
得
て
之
を
明
ら
か
に
し
以
て
純

嘏
に
至
ら
使
む
る
也
】
と
注
す
る
。
後
例
で
は
「
多
福
」
と
「
純
嘏
」
と
が
上
下

に
使
わ
れ
、「
福
」
と
「
嘏
」
の
語
義
に
違
い
が
あ
る
。

「
福
」
と
は
「
禍
」
の
對
で
あ
り
、
全
て
の
も
の
ご
と
が
備
わ
り
順
調
で
あ
る

こ
と
、
特
に
富
貴
・
長
壽
な
ど
を
い
う
。『
尚
書
』
洪
範
に
、「
五
福
、
一
曰
壽
、

二
曰
富
、
三
曰
康
寧
、
四
曰
攸
好
德
【
德
を
好
む
攸と

こ
ろ】、
五
曰
考
終
命
【
考お

い
て

命
を
終
ふ
】」
と
あ
る
。
ま
た
『
韓
非
子
』
解
老
に
、「
全
壽
冨
貴
之
謂
福
」【
全
壽
・

冨
貴
を
之
れ
福
と
謂
ふ
】
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
禮
記
』
祭
統
に
、「
賢
者
之
祭
也
、

必
受
其
福
、
非
世
所
謂
福
也
、
福
者
備
也
、
備
者
百
順
之
名
也
、
無
所
不
順
者
、

之
謂
備
」【
賢
者
の
祭
る
也
、
必
ず
其
の
福
を
受
く
、
世
の
所
謂
福
に
非
ざ
る
也
、

福
な
る
者
は
備
也
、
備
な
る
者
は
百
順
の
名
也
、
不
順
な
る
所
の
者
無
き
を
、
之

れ
備
と
謂
ふ
】
と
あ
り
、
鄭
玄
は
、「
世
所
謂
福
者
、
謂
受
鬼
神
之
祐
助
也
、
賢

者
之
所
謂
福
者
、
謂
受
大
順
之
顯
名
也
」【
世
の
所
謂
福
な
る
者
は
、
鬼
神
の
祐

助
を
受
く
る
を
謂
ふ
也
、
賢
者
の
所
謂
福
な
る
者
は
、
大
順
を
受
く
る
の
顯
名
た

る
を
謂
ふ
也
】
と
注
す
る
。
以
上
、『
字
源
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

上
・
頁
五
「
福
」
を
參
照
。

で
は
「
魯
・
嘏
」
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
禮
記
』
禮
運
に
、「
脩

其
祝
嘏
、
以
降
上
神
與
其
先
祖
」【
其
の
祝
嘏
を
脩
し
、
以
て
上
神
と
其
の
先
祖

と
を
降
す
】
と
あ
り
、
鄭
玄
は
、「
祝
、
祝
爲
主
人
饗
神
辭
也
。
嘏
、
祝
爲
尸
致

福
於
主
人
之
辭
也
」【
祝
、
祝ほ

ふ
りの
主
人
の
爲
に
神
に
饗
す
る
の
辭
也
。
嘏
、
祝ほ
ふ
りの

尸か
た
し
ろの
爲
に
福
を
主
人
に
致
す
の
辭
也
】
と
注
す
る
。
ま
た
同
じ
「
禮
運
」
に
、「
祝

以
孝
告
、
嘏
以
慈
告
」【
祝
は
孝
を
以
て
告
げ
、
嘏
は
慈
を
以
て
告
ぐ
】
と
あ
り
、

鄭
玄
が
、「
各
首
其
義
也
」【
各
お
の
其
の
義
を
首
と
す
る
也
】
と
注
し
、
孔
穎
達

の
疏
は
、「
首
猶
本
也
、
孝
子
告
神
以
孝
爲
首
、
神
告
孝
子
以
慈
爲
首
、
各
本
祝

嘏
之
義
也
」【
首
は
猶
ほ
本
の
ご
と
き
也
、
孝
子
は
神
に
告
ぐ
る
に
孝
を
以
て
首

と
爲
し
、
神
は
孝
子
に
告
ぐ
る
に
慈
を
以
て
首
と
爲
す
、
各
お
の
祝
嘏
の
義
に
本

づ
く
也
】
と
い
う
。
つ
ま
り
「
嘏
」
と
は
、
祝
す
な
わ
ち
神
官
を
介
し
て
告
げ
ら

れ
る
祖
先
か
ら
の
慈
悲
深
い
授
福
の
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
祖
先
神
を
こ
と

ほ
ぎ
神
祐
を
希
求
す
る
言
辭
を
「
祝
」
と
い
う
。

上
文
の
「
大
魯
命
」
の
「
魯
」
も
同
義
の
形
容
詞
で
あ
り
、『
史
記
』
周
本
紀
「
魯

天
子
之
命
」
の
「
魯
」
字
と
、
魯
世
家
「
嘉
天
子
之
命
」
の
「
嘉
」
字
は
動
詞
で

あ
る
。「
よ
み
す
」
と
訓
じ
て
、
天
が
善
き
言
葉
を
下
げ
渡
す
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
あ
り
が
た
く
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
「
嘏
」
字
は
名
詞
と

し
て
の
み
使
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
屯
」
に
つ
い
て
⑨
李
朝
遠
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
純
」
と
釋
す
る
必
要
は
な
い
と

し
て
、「
屯
」
の
訓
釋
を
「
盈
、
充
滿
」
と
示
し
、
以
下
の
例
を
擧
げ
る
。『
廣
雅
』
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釋
詁
一
に
、「
屯
、滿
也
」
と
あ
る
。『
易
經
』
序
卦
に
、「
盈
天
地
之
間
者
惟
萬
物
、

故
受
之
以
屯
。
屯
者
、
盈
也
」【
天
地
の
間
を
盈
た
す
者
は
惟
れ
萬
物
な
り
、
故

に
之
を
受
く
る
に
屯
を
以
て
す
。
屯
と
者
、
盈
つ
る
也
】
と
あ
る
。『
國
語
』
晉

語
四
に
、「
文
物
具
、
厚
之
至
也
、
故
曰
屯
」【
文
物
具
は
り
、
厚
の
至
り
也
、
故

に
屯
と
曰
ふ
】
と
あ
り
、
韋
昭
は
、「
屯
、
厚
也
」
と
注
す
る
。

そ
の
他
「
屯
」「
純
」
の
例
を
、
王
輝
『
古
文
字
通
假
字
典
』（
中
華
書
局

二
〇
〇
八
年
、
頁
六
七
一
〜
六
七
二
）
か
ら
拾
っ
て
見
て
い
く
。
甲
骨
文
に
「
干

支
婦
某
示
若
干
屯
」
の
例
が
多
數
あ
り
、
王
貴
民
は
「
示
」
は
「

」、「
屯
」
は

「
純
」
で
あ
り
「
全
」
と
訓
じ
る
と
し
て
、「
貢
が
れ
て
き
た
若
干
の
牛
骨
を
點
檢

す
る
」【
某
人
檢
視
貢
來
之
若
干
屯
牛
骨
】
意
と
す
る
。『
儀
禮
』
士
昏
禮
に
、

「
腊

ほ
じ
し

一
肫じ
ゅ
ん」
と
あ
り
、
鄭
玄
が
「
肫
、
或
作
純
、
純
全
也
」
と
注
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
純
」
に
「
二
を
合
わ
す
」
の
意
、ま
た
「
包
」
の
意
が
あ
る
と
い
う
。『
詩

經
』
召
南
・
野
有
死
麕
に
、「
野
有
死
鹿
、
白
茅
純
束
」【
野
に
死
鹿
有
り
、
白
茅

純
束
す
】
と
あ
り
、
毛
傳
に
、「
屯
束
、
猶
包
之
也
」
と
い
う
。
さ
ら
に
『
儀
禮
』

鄕
射
禮
の
「
二
筭さ

ん

爲
純
」
に
鄭
玄
が
「
純
、
猶
全
也
。
耦
（
偶
）
陰
陽
」
と
注
す

る
の
を
引
い
て
、

こ
れ
ら
は
皆
卜
骨
の
組
み
合
わ
せ
た
の
と
一
致
し
、
郭
沫
若
が
卜
骨
は
二
骨

が
一
包
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
曾
毅
公
は
、『
〜
屯
と
言
う
一
屯
は
、
た

ぶ
ん
卜
骨
の
左
右
二
骨
を
一
揃
い
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
』
と
言
う
。

ど
ち
ら
も
正
し
い
。【
凡
此
均
與
卜
骨
之
存
放
組
合
情
形
相
符
、
郭
沫
若
云

卜
骨
以
兩
骨
爲
一
包
。
曾
毅
公
云
『
刻
辭
言
若
干
屯
、
一
屯
蓋
記
卜
骨
之
左

右
二
骨
爲
一
副
也
』。
皆
是
】﹇
出
典
の
論
文
・
書
名
は
明
示
な
し
﹈

と
記
す
。
そ
の
他
、「
滿
」「
皆
」
や
、「
純
粋
」
と
訓
じ
る
出
土
資
料
な
ど
の
例

を
列
記
す
る
。「
皆
」
と
訓
じ
る
例
と
し
て
、『
周
禮
』
考
工
記
・
玉
人
に
、「
棗

栗
十
有
二
列
、諸
侯
純
九
、大
夫
純
五
、夫
人
以
勞
諸
侯
」
と
あ
り
、鄭
玄
は
、「
純
、

猶
皆
也
」
と
注
す
る
の
を
引
く
。

以
上
の
例
か
ら
「
屯
」「
純
」
に
通
底
す
る
語
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

も
と
も
と
は
「
一
揃
い
」
の
意
で
あ
り
、
一
對
ま
た
は
複
數
の
も
の
が
全
て
揃
っ

て
い
て
、
缺
け
て
い
な
い
こ
と
、
轉
じ
て
容
器
が
あ
る
場
合
は
滿
た
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
た
く
さ
ん
・
多
數
の
意
と
な
る
。
さ
ら
に
、
分
配
す
る
場
合
は
皆
が
同
樣

で
あ
り
、
ま
た
異
質
な
も
の
は
混
ざ
っ
て
い
な
い
狀
態
を
い
う
よ
う
に
な
り
、「
純

粋
」
の
意
と
な
る
。
こ
の
銘
文
の
「
屯
」
は
多
數
の
意
で
あ
り
、「
屯
魯
」「
純
嘏
」

と
は
、
祖
先
よ
り
下
さ
れ
る
慈
愛
に
滿
ち
た
多
く
の
う
る
わ
し
い
お
言
葉
、
ま
た

そ
の
内
容
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
を
い
う
。

な
お
「
屯
」
字
の
金
文
で
の
用
例
は
多
い
。
徐
中
舒
「
金
文
嘏
辭
釋
例
」（『
歷

史
語
言
硏
究
所
集
刊
』
第
六
册
、
頁
二
九
〜
三
二
・
一
九
三
六
年
）
に
は
、「
屯
魯
」

の
他
に
、「
得
屯
」「
屯
德
」「
永
屯
」「
屯
叚
」「
屯
右
」
等
の
例
を
擧
げ
る
の
で

參
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
に
、「
古
語
多
複
、
屯
魯
卽
厚
福
多
福
全
福
之
意
」
と
記

す
（
頁
三
一
・
行
一
四
）。
語
義
の
異
同
に
つ
い
て
の
考
究
は
な
い
。

用
貖
（
剔
）
不
廷
方
、

「
用
」
字
を
⑨
李
朝
遠
は
、
寫
眞
を
仔
細
に
調
べ
た
が
見
え
な
い
と
し
て
省
く
。

た
だ
し
靑
銅
器
を
實
見
し
て
確
か
め
て
は
い
な
い
。
⑦
穆
海
亭
・
朱
捷
元
そ
の
他

の
著
錄
は
全
て
「
用
」
字
を
記
す
。
圖
版
が
不
鮮
明
な
た
め
確
認
は
で
き
な
い
。

な
お
銘
文
の
總
字
數
を
②
李
朝
遠
は
、「
九
十
一
字
、
そ
の
内
重
文
三
、
合
文
一
」
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と
い
う
が
、「
降
」
字
の
重
文
符
號
を
見
落
と
し
て
い
る
。

「
不
廷
方
」
は
文
獻
の
「
不
庭
方
」
の
こ
と
で
あ
り
、
王
庭
に
來
朝
し
な
い
、

ま
つ
ろ
わ
ぬ
方
國
を
い
う
。
一
說
に
「
庭
」
は
「
直
」
と
し
、
非
道
の
國
を
指
す

と
す
る
。

「
貖
」
字
を
⑦
穆
海
亭
・
朱
捷
元
は
「
륍
」
と
釋
す
る
が
、
拓
本
を
ど
う
見
て

も
そ
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
⑨
李
朝
遠
は
、
字
形
が
、「
益
」
に
從
い
、
下
部

に
足
が
付
い
た
「
豸ち

」
に
從
う
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
貖
」
と
隷
定
し
た
。
さ

ら
に
『
說
文
』
鼠
部
の
「
𪕶
」
の
或
體
と
し
、
字
義
は
未
詳
で
あ
る
が
、「
益
」

聲
で
あ
り
、「
正
す
」
あ
る
い
は
「
安
撫
す
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

こ
れ
に
基
づ
き
⑪
李
家
浩
は
ま
ず
、「
不
廷
方
」
や
そ
の
類
義
語
を
目
的
語
と

す
る
例
文
を
、
文
獻
と
金
文
か
ら
引
く
。『
詩
經
』
大
雅
・
韓
奕
の
「
榦
不
庭
方
」

【
不
庭
の
方
を
榦た

だ

す
】
と
、「
毛
公
鼎
」（
集
成2841
西
周
晚
期
）
の
「
䢦
（
率
）

（
懷
）
不
廷
方
」【
率
ゐ
て
不
廷
の
方
を
懷
け
し
む
】
な
ど
は
、「
正
・
安
撫
」

の
意
で
あ
り
、『
左
傳
』
隱
公
一
〇
年
と
襄
公
一
五
年
の
「
討
不
庭
」
と
、「

戈
」

（
新
收469

春
秋
晚
期
）
の
「

用
燮
不
廷
」【

用
て
不
廷
を
燮お
そ

ふ
】
な
ど
は
「
討

伐
・
征
伐
」
の
例
で
あ
る
。
な
お
「
燮
」
は
「
襲
」
と
音
通
に
よ
り
同
義
と
い
う
。

さ
ら
に
『
詩
經
』
魯
頌
・
泮
水
の
「
狄
彼
東
南
」【
彼
の
東
南
を
狄と

ほ
ざく
】
の
「
狄
」

字
を
「
逖
」「

」
に
作
る
例
が
あ
り
、ま
た
『
詩
經
』
大
雅
・
抑
の
「
用

蠻
方
」

【
用
て
蠻
方
をと

ほ
ざけ
よ
】
な
ど
の
例
か
ら
、「
狄
」「
逖
」「

」
な
ど
の
字
は
「
剔
」

に
作
る
べ
き
と
す
る
。
そ
う
し
て
「
益
」
と
「
易
」
が
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
本

銘
文
の
「
貖
」
は
、「
逖
」「

」
に
讀
む
べ
き
で
あ
り
、「
取
り
除
く
」【
剪
除
】

意
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
今
こ
の
說
に
從
い
、「
剔
」
に
釋
す
。

（
胡
）
其
萬

（
年
）、
永
㽙
（
畯
）
尹
亖
（
四
）
方
、
保
大
令
（
命
）、

「
尹
」
は
正
す
と
訓
じ
る
が
、「
君
」
に
通
じ
て
司
る
・
治
め
る
意
で
あ
る
。「
大

克
鼎
」（
集
成2836

西
周
晚
期
）
に
も
、「
㽙
（
畯
）
尹
四
方
」
の
語
が
あ
る
。「
릿

（
畯
）」
は
「

簋
」
に
既
出
し
、「
㽙
（
畯
）
才
（
在
）
立
（
位
）」
と
あ
る
。「
俊
」

「
峻
」
に
通
じ
て
、
突
出
す
る
・
他
に
抜
き
ん
で
る
意
か
ら
長
大
の
意
が
生
じ
た
。

「
永
」
と
同
じ
く
、
長
い
の
意
。「
永
」
字
は
も
と
も
と
「
泳
」
の
本
字
で
あ
り
、

轉
じ
て
水
が
流
れ
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
時
間
の
永
久
の
意
と
な
っ
た
。『
爾
雅
』

釋
詁
に
、「
永
・
羕
・
引
・
延
・
融
・
駿
、
長
也
」
と
あ
る
。「
大
命
」
は
、
上
文

に
既
出
。
天
子
と
な
る
命
令
、つ
ま
り
周
の
王
位
を
指
す
。
こ
の
句
か
ら
も
「

」

が
周
王
の
名
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

乍
（
作
）
疐
（
對
）
才
（
在
）
下
、
卸
（
御
）
大
福
、
其
各
（
格
）、

「
作
疐
在
下
」
は
「

簋
」
に
既
出
。「
疐
」
は
「
對
」、天
意
に
合
わ
せ
る
こ
と
。

「
在
下
」
は
地
上
を
い
う
。

「
卸
（
御
）」
は
、「

」
に
同
じ
。
迎
え
る
意
。『
詩
經
』
召
南
・
鵲
巢
に
、「
之

子
于
歸
、
百
兩
御
之
」【
之
の
子
于こ

こ

に
歸と
つ

ぐ
、
百
兩
も
て
之
を
御む
か

ふ
】
と
あ
り
、

鄭
玄
は
「
御
、迎
也
」
と
注
し
、陸
德
明
は
「
御
、五
嫁
反
、一
本
作
迎
」
と
い
う
。

な
お
金
文
の
用
例
に
車
馬
を
御
す
る
意
の
用
例
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
「
馭
」

字
が
使
わ
れ
混
交
し
て
い
な
い
。
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隹
（
唯
）
王
五
祀
、

厲
王
の
卽
位
五
年
目
。
夏
商
周
斷
代
工
程
（
夏
商
周
年
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
は
、

『
史
記
』
に
從
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
紀
元
前
八
七
三
年
と
な
る
。
厲
王
の

在
位
は
、
紀
元
前
八
七
七
年
か
ら
八
四
一
年
ま
で
の
三
七
年
間
と
す
る
。
そ
の
後

が
共
和
で
あ
る
。

な
お
「

簋
」
の
所
で
論
じ
た
よ
う
に
、
昭
王
の
器
と
す
れ
ば
そ
の
在
位
は
紀

元
前
九
九
五
年
か
ら
九
七
七
年
ま
で
な
の
で
、「
五
祀
」
は
そ
の
五
年
目
の
紀
元

前
九
九
一
年
と
な
る
。

【
訓
讀
】

…
…
明
꾬
な
る
文
武
、
大
命
を
膺
受
し
、
四
方
を
敷
有
す
、
余
小
子
肇
め
て
先

王
を
嗣
ぎ
、
上
下
に
配
せ
り
、
厥
の
王
の
大
寶
を
作
り
、
用
て
前
文
人
を
喜
び

た
の

し
ま
し
め
ん
、
前
文
人　

厚
き
多
福
を
融と
ほ

せ
ば
、
用
て
申か
さ

ね
て
先
王
の
受
け
し
、

皇
天
の
大
魯
命
に
劭つ

と

め
ん
、
文
人　

陟
降
し
、
余
に
廣
導
を
降
し
、
余
に
純
魯
を

授
く
れ
ば
、
用
て
不
廷
の
方
を
剔の

ぞ

か
ん
、
닗
は
其
れ
萬
年
、
永
く
畯な
が

く
四
方
を
尹た
だ

し
、
大
命
を
保
ち
、
對
を
在
下
に
作
し
て
、
大
福
を
御む
か

へ
ん
、
其
れ
格い
た

れ
、
唯
れ

王
の
五
祀
な
り
、

【
現
代
語
譯
】

…
…
明
德
あ
る
文
王
・
武
王
は
、
大
命
を
受
け
、
廣
く
四
方
を
治
め
た
。
私
は

そ
れ
よ
り
先
王
を
嗣
ぎ
、
天
意
に
合
わ
せ
地
上
の
人
々
と
心
を
合
わ
せ
た
。
か
の

先
王
の
た
め
の
大
き
な
寶
器
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
り
祖
先
た
ち
を
喜
ば
せ
よ
う
。

先
人
が
多
大
の
福
を
下
さ
れ
ば
、
そ
こ
で
先
王
が
受
け
た
、
皇
天
の
大
き
な
嘉よ

き

命
に
繰
り
返
し
勵
も
う
。
先
人
た
ち
が
天
地
を
往
來
し
、私
に
廣
き
導
き
を
與
え
、

私
に
多
く
の
お
言
葉
を
下
さ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
に
よ
り
從
わ
ぬ
國
々
を
取
り
除
こ

う
。
わ
た
く
し
닗
（
胡
）
は
萬
年
も
末
永
く
い
つ
ま
で
も
四
方
を
治
め
、
大
命
を

保
ち
、
地
上
で
天
意
に
合
わ
せ
て
、
大
い
な
る
福
を
迎
え
よ
う
、
そ
れ
至
れ
。
こ

れ
は
王
の
五
年
目
の
こ
と
。

（
大
阪
工
業
大
學
敎
授
）




